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後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
土
地
文
書
行
政
の
諸
相
：

　
　

�

オ
ス
マ
ン
朝
期
『
軍
務
台
帳
』
に
見
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
土
地
台
帳
と

　
　

そ
の
利
用

　
　

�A
dm

inistration of Egyptian Land D
ocum

ents in the Later M
am

lūk Period: Land Survey 
R

egisters of the M
am

lūk D
ynasty recorded in the D

aftar Jayshī from
 the Early O

ttom
an 

Period

熊　

倉　
　

和　

歌　

子

は
じ
め
に

　

マ
ム
ル
ー
ク
朝
（
六
四
八
─
九
二
二
／
一
二
五
〇
─
一
五
一
七
）
で
は
、
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
（al-Raw

k al-N
ās. irī: 

七
一
三
─
二
五
／
一
三

一
三
─
二
五
）
を
通
じ
て
、
イ
ク
タ
ー
制
を
基
盤
と
し
た
国
家
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。
イ
ク
タ
ー
制
と
は
、
軍
事
奉
仕
の
対
価
と
し
て
徴
税
権

（
イ
ク
タ
ー
）
を
授
与
す
る
制
度
で
あ
り
、
イ
ク
タ
ー
授
与
を
通
じ
て
軍
人
支
配
層
内
部
の
権
力
関
係
と
紐
帯
を
規
定
し
、
政
治
・
軍
事
・
行

財
政
制
度
の
根
幹
と
な
っ
た
。
ま
た
、
イ
ク
タ
ー
保
有
を
通
じ
て
、
軍
人
が
農
村
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
財
の
流
通
を
掌
握
し
、
農
村
と
都
市
の

両
方
を
支
配
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
１
）。

し
か
し
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
史
に
お
け
る
イ
ク
タ
ー
制
の
重
要
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
イ
ク
タ
ー
の
授
与
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や
管
理
な
ど
の
土
地
行
政
に
関
わ
る
原
文
書
は
伝
世
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
イ
ク
タ
ー
制
が
ど
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
き
た

の
か
と
い
う
実
務
に
関
わ
る
事
柄
は
、
そ
の
手
掛
か
り
す
ら
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

　

マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
エ
ジ
プ
ト
の
土
地
記
録
と
し
て
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
農
地
の
耕
作
面
積
、
税
収
高
、
土
地
権
利
者
と
い
っ
た
概
況
を
村
ご
と

に
記
し
たIntis. ār

とTuh. fa

が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
、
前
者
は
ス
ル
タ
ー
ン
・
バ
ル
ク
ー
クal-Z. āhir B

arqūq

の
第
二
治
世
（
七
九
二
─
八
〇

一
／
一
三
九
〇
─
九
九
）
中
の
記
録
、
後
者
は
、
七
七
七
／
一
三
七
六
年
の
記
録
と
一
五
世
紀
後
半
の
記
録
を
併
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

し
か
し
、
こ
の
記
録
が
何
の
為
に
書
写
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
土
地
行
政
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
研
究
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
記
録
の
来
歴
が
不
明
な
ま
ま
情
報
だ
け
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。

　

近
年
、オ
ス
マ
ン
朝
の
エ
ジ
プ
ト
征
服
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
軍
務
台
帳D

aftar Jayshī

』（
以
後D

J

）
及
び
『
慈
善
台
帳D

aftar Ah. bāsī

』（
以

後D
A

）
の
中
に
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
の
土
地
記
録
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
研
究
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
３
）。
筆
者
はD

J

の
編
纂
過
程
を
検
討
し
、こ
の
編
纂
に
お
い
て
『
古
い
帳
簿
か
ら
成
る
チ
ェ
ル
ケ
ス
台
帳D

aftar al-Jarākisa m
in al-Jarīda al-Q

adīm
a

』（
以

後D
M

─
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
、
と
す
る
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
４
）。D

M

は
、
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
（
チ
ェ
ル
ケ
ス
・

マ
ム
ル
ー
ク
朝:�

七
八
四
─
九
二
二
／
一
三
八
二
─
一
五
一
七
）
の
土
地
記
録
を
記
し
た
台
帳
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
る
征
服

後
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
命
令
に
よ
り
、
何
者
か
に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
朝
側
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
の
土
地
調
査
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
。
九
五
七

／
一
五
五
〇
年
の
土
地
権
利
審
査
に
関
す
る
「
新
規
定
」
公
布
に
よ
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
ワ
ク
フ
地
（w

aqf, 

複
数
形aw

qāf: 

寄
進
財
）
や
私

有
地
（m

ilk,�

複
数
形am

lāk

）
及
び
リ
ザ
ク
地
（rizqa,�

複
数
形rizaq
）
を
確
定
す
る
際
、D

M

を
用
い
て
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
の
土
地
の
状
態
を

参
照
す
る
と
い
う
審
査
規
定
が
明
文
化
さ
れ
、
一
一
／
一
七
世
紀
初
頭
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
た
（
５
）。�

　

D
M

の
原
文
書
は
伝
世
し
て
お
ら
ず
、D

J

の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
記
録
に
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、D

J

及
びD

A

に
残
るD

M

の
記
録
か
ら
、D

M

が
マ
ム
ル
ー
ク
期
の
土
地
行
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
台
帳
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

今
後
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
土
地
行
政
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
史
料
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、D

M

が
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
朝
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に
提
出
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
年
代
記
等
に
お
け
る
記
述
や
、
研
究
者
に
よ
る
解
釈
に
相
違
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
当
該
史
料
に
お
け
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
に
関
す
る
記
述
か
ら
、D

M

が
オ
ス
マ
ン
朝
に
提
出
さ
れ
た
過
程
を
整
理
し
、
マ

ム
ル
ー
ク
朝
期
に
お
け
るD

M

の
管
理
者
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、D

J

に
お
け
る
様
々
な
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
台
帳
の
利
用
状
況
か
ら
、

そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
記
録
内
容
を
持
つ
台
帳
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
土
地
文
書
行
政
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章　
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
台
帳
』
の
管
理
者
と
そ
の
提
出 

１
．『
チ
ェ
ル
ケ
ス
台
帳
』
の
提
出

　
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
台
帳
』（D

M

）
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
シ
ョ
ウStanford�Shaw

が
「
新
規
定
」
序
文
を
基
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
る
マ

ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
の
発
見
に
つ
い
て
初
め
て
論
じ
、「
新
規
定
」
発
布
後
、
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
及
び
リ
ザ
ク
地
の
確
定
審
査
に
お
け
る
参

考
資
料
と
し
てD

M

が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
６
）。

そ
の
後
、D

M

に
関
し
て
特
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
現
在
で
はShaw

説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
（
７
）。

　

Shaw

は
、「
新
規
定
」
序
文
か
ら
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
征
服
に
よ
る
混
乱
で
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
は
、
ジ
ー
ア
ー

ン
家
の
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
発
見
は
西
暦
一
五
二
二
年
の
出
来
事
と
し
て
い
る
（
８
）。�

　

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
矛
盾
点
が
あ
る
。
ま
ず
台
帳
が
発
見
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、Shaw

に
よ
れ
ば
、
西
暦
一
五
二
二
年
に
書
記
官
の

家
や
金
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
典
拠
と
し
た
史
料
に
は
該
当
す
る
部
分
が
見
つ
か
ら
な
い
（
９
）。

次
に
台
帳
発
見
者
に
つ
い
て

は
、Shaw

は
、Zayn al-D

īn ‘A
bd al-Q

ādir b. ‘A
bd al-R

ah. m
ān b. al-Jī‘ān�

（
八
七
八
／
一
四
七
三
年
没
）
と
し
て
い
る(((

(

。
こ
の
人
物
は
八
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六
四
／
一
四
五
九
─
六
〇
年
に
ス
ル
タ
ー
ン
の
私
金
庫
の
書
記
官
職
（kitābat al-khizāna

）
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
時

に
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
る）((
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、D

M

を
含
む
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
が
発
見
さ
れ
た
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
が
オ
ス
マ
ン
朝
に
提
出
さ
れ
た
出
来
事
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
史
料
は
、「
新
規
定
」
序
文
の
他
に
、イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー

スIbn Iyās

（
九
三
〇
／
一
五
二
四
年
以
降
没
）
に
よ
るBadā’i‘

、
イ
ブ
ン
・
ズ
ン
ブ
ルIbn Zunbul

（
九
六
〇
／
一
五
五
二
年
以
降
没
）
に

よ
る
年
代
記
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
三
史
料
の
該
当
箇
所
を
見
て
い
く
。

　

①
「
新
規
定
」
序
文）(（
（

�

チ
ェ
ル
ケ
ス
期
の
台
帳
の
原
本
（as. l Ç

erâkise defterler

）
は
征
服
時
に
散
り
散
り
に
な
っ
て
い
た
が
、
ジ
ー
ア
ー
ン
一
族
（evlâd-i 

C
ay‘ân

）
の
一
員
で
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
の
時
代
以
降
、
軍
の
土
地
の
書
記
官
（kâtib-i arâz. î-i C

eyş

）
を
務
め
た
こ
と
が
あ

る
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
と
い
う
人
物
が
ス
ル
タ
ー
ン
の
御
前
に
召
さ
れ
た
。
そ
し
て
（
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
の
）
努
力
と

執
念
に
よ
っ
て
、
散
り
散
り
に
な
っ
た
台
帳
の
多
く
は
発
見
さ
れ
た
。
多
く
の
台
帳
は
カ
イ
ロ
の
金
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
そ
の
他
の
台

帳
に
ま
ぎ
れ
て
発
見
さ
れ
た
。

　

②� Badā’i‘, 5, 161.

九
二
三
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
二
三
日
／
一
五
一
七
年
二
月
一
五
日
、
シ
ャ
ラ
フ
ィ
ー
・
ユ
ー
ヌ
スal-Sharafī Y

ūnus al-U
stādār

を
ダ
フ
タ

ル
ダ
ー
ル
（daftardār:�

帳
簿
官
）
に
任
命
し
、
シ
ャ
ル
キ
ー
ヤ
地
方
顧
問
（m

utah. addith

）
と
し
た
。
こ
れ
は
土
地
を
測
量
し
、
チ
ェ

ル
ケ
ス
・
マ
ム
ル
ー
ク
軍
人
の
イ
ク
タ
ー
地（iqt. ā‘āt, 

単
数
形iqt. ā‘
）や
リ
ザ
ク
地
及
び
ワ
ク
フ
地
か
ら
の
収
益
を
調
査
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
顧
問
は
ジ
ー
ア
ー
ン
一
族
（aw

lād al-Jī‘ān

）
か
ら
目
録
（qaw

ā’im

）
を
受
け
取
っ
て
、
シ
ャ
ル
キ
ー
ヤ
地
方
に
向
か
っ

た
。

　

③� Ibn Zunbul, 180.



45　後期マムルーク朝におけるエジプト土地文書行政の諸相

（
九
二
三
／
一
五
一
七
年
）
ス
ル
タ
ー
ン
（
セ
リ
ム
一
世
）
は
、
ア
ミ
ー
ル
で
あ
る
ハ
ー
イ
ル
バ
ク

K
hāyrbak

に
「
私
は
エ
ジ
プ
ト
の
収
入
源
と
、
毎
年
の
税
収
高
を
知
り
た
い
」
と
言
っ
た
。（
ハ
ー
イ

ル
バ
ク
は
）「
王
よ
、
そ
の
こ
と
を
知
る
の
は
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
カ
ー
デ
ィ
ー
・
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル

al-Q
ād. ī A

bū B
akr b. al-Jī‘ān

し
か
お
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
彼
を
呼
び
出
し
た
。
彼
が
参

上
す
る
と
、
ハ
ー
イ
ル
バ
ク
は
「
ス
ル
タ
ー
ン
が
大
体
の
毎
年
の
エ
ジ
プ
ト
の
収
入
を
お
主
に
報
告
し

て
も
ら
い
た
い
そ
う
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
カ
ー
デ
ィ
ー
は
、「
明
日
、
そ
の
報
告
を
お

持
ち
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
彼
は
、
持
っ
て
き
て
い
た
台
帳
（dafātir

）
を
献
上
し
て
去
っ
た
。

そ
し
て
二
日
目
に
参
上
し
、
征
服
時
の
エ
ジ
プ
ト
の
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
税
（kharāj

）
を
す
べ
て
書
き
あ
げ

て
き
た
。

　

①
②
③
の
記
述
を
ま
と
め
た
も
の
が
［
表
１
］
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
朝
へ
の
提
出
物
に
つ
い
て
は
、①
は
、

チ
ェ
ル
ケ
ス
期
の
複
数
の
台
帳
、
②
で
は
複
数
の
目
録
、
③
は
複
数
の
台
帳
と
記
さ
れ
て
い
る
。
②
の
目
録

は
、
シ
ャ
ル
キ
ー
ヤ
地
方
顧
問
が
測
量
や
マ
ム
ル
ー
ク
軍
人
の
保
有
す
る
イ
ク
タ
ー
地
や
リ
ザ
ク
地
、
ワ
ク

フ
地
の
収
入
に
関
す
る
調
査
の
際
に
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
③
の
台
帳
は
、
セ
リ
ム
一
世
が
エ
ジ
プ
ト

の
税
目
と
税
収
を
知
る
た
め
に
提
出
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

提
出
さ
れ
た
時
期
に
関
し
て
は
、
②
と
③
が
共
通
し
て
セ
リ
ム
一
世
（
在
位
九
一
八
─
二
六
／
一
五
一
二

─
二
〇
）
が
各
地
方
の
土
地
調
査
を
命
じ
、
エ
ジ
プ
ト
の
財
源
調
査
を
行
っ
た
時
期
で
あ
る）(（
（

。
①
は
、
ア
ブ

ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
が
い
つ
誰
に
召
さ
れ
て
い
る
か
記
載
が
な
い
。
原
文
に
は
、h. uz. ûr şerîflerine

と
あ

り
、
サ
シSilvestre de Sacy

は
、
こ
れ
を
「
総
督
の
御
前
に
」
と
訳
し
、「
新
規
定
」
が
公
布
さ
れ
た
時
の

総
督
ア
リ
ー
・
パ
シ
ャ
（
在
位
九
五
六
─
六
一
／
一
五
四
九
─
五
三
）
の
時
代
と
し
て
い
る
。Shaw

も
同

  史料  台帳名  提出年  提出者

①  新規定序文 Çerâkise defterler セリム一世期 ジーアーン家の ʻAbd al-Qādir

②  Badā’iʻ qawā’im 923/1517 年 ジーアーン一族

③  Ibn Zunbul dafātir 923/1517 年 al-qād. ī Abū Bakr b. al-Jīʻān

［表１］：DM 提出の記述の相違
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様
に「
総
督
の
御
前
に
」と
訳
し
て
い
る
が
、こ
の
総
督
が
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
な
い）(（
（

。
後
代
の
歴
史
家
バ
ク
リ
ーal-B

akrī

（
九

九
八
─
一
〇
七
一
以
降
／
一
五
八
九
─
一
六
六
一
以
降
）
に
よ
る
と
、
九
三
三
／
一
五
二
七
年
の
土
地
調
査
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
複
数
の

台
帳
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る）(（
（

。
ま
た
、
後
述
す
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
の
中
に
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
か
ら
数
年
後
の
日
付
が

記
さ
れ
て
い
る
記
録
も
あ
り
、
台
帳
が
オ
ス
マ
ン
朝
の
征
服
か
ら
さ
ほ
ど
遅
く
な
い
時
期
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
①
も
、

②
③
と
同
様
に
、
セ
リ
ム
一
世
の
統
治
期
と
判
断
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う）(（
（

。

　

提
出
者
に
関
し
て
は
、
②
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
①
と
③
で
は
異
な
る
人
物
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
①
の
ア
ブ
ド
・

ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
を
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
・
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
と
す
るShaw

の
説
は
無
理
が

あ
る
が
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
で
①
の
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
に
該
当
す
る
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。
③
の
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
に
つ
い
て
も
、

年
代
記
史
料
か
ら
知
り
う
る
限
り
で
は
、
こ
の
名
前
を
持
つ
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
人
物
は
い
な
い）(（
（

。

　

①
②
③
の
提
出
者
に
つ
い
て
共
通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
ジ
ー
ア
ー
ン
家
が
こ
の
台
帳
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２
．
ジ
ー
ア
ー
ン
家

　

ジ
ー
ア
ー
ン
家
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
後
期
に
多
く
の
行
政
官
を
輩
出
し
た
ダ
ミ
エ
ッ
タ
出
身
の
名
家
で
、
元
来
コ
プ
ト
教
徒
（
キ
リ
ス
ト
教

徒
）
だ
っ
た
が
、
ム
ス
リ
ム
に
改
宗
し
た）(（
（

。
イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
ス
は
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ジ
ー
ア
ー
ン
一
族
は
こ
れ
ま
で
十
七
人
の
ス
ル
タ
ー
ン
に
仕
え
て
き
た
。
彼
ら
は
軍
務
庁
（D

īw
ān al-Jaysh

）
や
ス
ル
タ
ー
ン
の
私
金

庫
の
書
記
官
を
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
バ
ル
ス
バ
ー
イal-A

shraf B
arsbāy

（
在
位
八
二
五
─
四
二
／
一
四
二
二
─
三
八
）
の
時
代
の
最
初
か
ら

務
め
て
き
た
。
彼
ら
が
最
初
に
著
名
に
な
っ
た
の
は
、
ム
ア
イ
ヤ
ド
・
シ
ャ
イ
フal-M

u’ayyad Shaykh

（
在
位
八
一
五
─
二
四
／
一
四

一
二
─
二
一
）
の
時
代
の
初
め
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
約
一
二
〇
年
間
、
軽
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
幽
閉
さ
れ
鞭
打
ち
に
あ
う
こ
と
も
な
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く
、
財
産
没
収
に
あ
う
こ
と
も
な
く
、
憂
き
目
に
あ
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
有
力
者
で
あ
り
、
優
遇
さ
れ

て
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、（
九
二
八
／
一
五
二
二
年
に
）
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
シ
ハ
ー
ビ
ー
・
ア
フ
マ
ドal-Shihābī A

h. m
ad b. al-Jī

‘ān
に
起
こ
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
彼
ら
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
歴
代
の
ス
ル
タ
ー
ン
は
こ
れ
以
上
に
な
い
ほ
ど
彼
ら
を
重
用
し
、
そ
れ

は
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
グ
ー
リ
ーal- A

shraf Q
āns. ūh . al-G

hūrī

（
在
位
九
〇
六
─
二
二
／
一
五
〇
一
─
一
六
）
の
時
代
ま
で
続
い
た
の
だ）(（
（

。�

　

Badā’i‘

の
記
述
か
ら
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
が
チ
ェ
ル
ケ
ス
・
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に
お
い
て
、
歴
代
の
ス
ル
タ
ー
ン
に
優
遇
さ
れ
た
有
力
家
系

の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
前
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
（
バ
フ
リ
ー
・
マ
ム
ル
ー
ク
朝:�

六
四
八
─
七
八
四
／
一
二
五
〇
─
一

三
八
二
）に
お
け
る
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
関
す
る
記
述
は
、七
四
〇
／
一
三
三
九
─
四
〇
年
、「
国
家
の
帳
簿
方
で
あ
る
ジ
ー
ア
ー
ン
の
子
孫（aw

lād 

al-Jī‘ān m
ustaw

fī al-d

）
（(
（

aw
la

）」、
七
五
三
／
一
三
五
二
年
、
ジ
ー
ア
ー
ン
の
子
供
（Ibn al-Jī‘ān

）
が
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル
イ
ス
タ
ブ
ル
職

（nāz. ir�al-ist. abl:�

厩
長
官
）
に
就
い
て
い
た
記
述
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る）（(
（

。
一
方
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
に
お
い
て
も
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
関

わ
る
詳
細
な
情
報
が
年
代
記
に
出
て
く
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
任
官
に
関
す
る
情
報
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
他
方
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー�

al-Sakhāw
ī

（
九
〇
二
／
一
四
九
七
年
没
）
の
人
名
録D. aw

’

で
は
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
属
す

る
人
物
、
職
歴
、
婚
姻
に
関
す
る
簡
潔
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
マ
ル
テ
ル
・
ト
ゥ
ミ
ア
ンB

ernadette M
artel-Thoum

ian

は
、
年

代
記
や
人
名
録
か
ら
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
人
物
構
成
・
職
掌
・
婚
姻
を
ま
と
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
基
に
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
全
体
像
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
［
図
１
）
（（
（

］。�

　

家
系
図
を
見
る
と
、
軍
務
庁
の
帳
簿
方
（m

ustaw
fī

）
に
就
い
て
い
る
の
が
、no.1, 5, 14, 33, 35, 48, 58

で
、
五
代
目
帳
簿
方
の
三
男
ム

ハ
ン
マ
ド
（no.35

）
が
こ
の
職
に
就
く
ま
で
、
代
々
長
子
が
こ
の
職
を
引
き
継
ぐ
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ス
ル
タ
ー
ン
私
金
庫
の
監
督

官
職
（nāz. ir al-khizāna

）・
書
記
官
職
に
就
い
て
い
る
の
が
、no. 7, 10, 15, 21, 35, 38, 58, 59

と
、
二
男
以
下
が
こ
れ
ら
の
職
に
就
く
傾
向

が
見
て
取
れ
る(（（

(

。�

　

三
男
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ずno.35

の
ム
ハ
ン
マ
ド
が
帳
簿
方
に
就
任
し
た
の
に
は
以
下
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
九
〇
二
／
一
四
九
七
年
、
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先
代
の
帳
簿
方
ア
ブ
ー
・
ア
ル
バ
カ
ー
（no.33

）
が
マ
ム
ル
ー
ク
た
ち
の
急
襲
を
受
け
て
急
死
し
た
際
、順
当
な
後
継
者
で
あ
る
は
ず
の
ア
ブ
ー

･
ア
ル
バ
カ
ー
の
長
男
ウ
マ
ル
（no.48

）
は
八
九
四
／
一
四
八
九
年
に
既
に
死
亡
し
て
い
た）（（
（

。
ま
た
、
ア
ブ
ー･

ア
ル
バ
カ
ー
の
弟
に
あ
た
る

ア
ブ
ー
・
ア
ル
バ
ラ
カ
ー
ト
（no.34

）
も
既
に
死
亡
し
て
い
た
た
め）（（
（

、no.35

の
ム
ハ
ン
マ
ド
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
九
一

六
／
一
五
一
〇
年
に
死
去
す
る
ま
で
ム
ハ
ン
マ
ド
が
帳
簿
方
職
を
務
め
た
後
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
甥
に
あ
た
る
ア
フ
マ
ド
（no.58

）
を
帳
簿
方

職
と
ス
ル
タ
ー
ン
私
金
庫
の
顧
問
職
（takallum

 fī al-khizāna

）
に
任
命
す
る
と
同
時
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
供
た
ち
（no.60, 61, 63, 64

）

に
ア
フ
マ
ド
の
職
務
を
補
佐
す
る
こ
と
が
任
じ
ら
れ
た）（（
（

。

　

ア
ブ
ー
・
ア
ル
バ
カ
ー
（no.33

）
と
ア
ブ
ー
・
ア
ル
バ
ラ
カ
ー
ト
（no.34

）
の
死
後
、
一
族
の
指
導
権
は
三
男
ム
ハ
ン
マ
ド
（no.35

）
に

引
き
継
が
れ
て
い
き
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
は
、
甥
の
ア
フ
マ
ド
（no.58

）
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
一
族
で
最
も
指
導
力
の
あ
る
人
物

が
帳
簿
方
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
お
け
る
軍
務
庁
の
帳
簿
方
職
の
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

軍
務
庁
は
、
イ
ク
タ
ー
の
授
与
と
そ
の
管
理
を
管
轄
し
て
お
り
、
軍
務
庁
に
関
わ
る
土
地
記
録
の
管
理
や
イ
ク
タ
ー
地
か
ら
の
収
入
の
算
出

は
軍
務
庁
の
帳
簿
方
に
委
ね
ら
れ
て
い
た）（（
（

。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
お
い
て
、
イ
ク
タ
ー
制
の
行
政
実
務
を
担
っ
た
の
が
軍
務
庁
の
帳
簿
方
職
で
あ

り
、
国
家
行
政
に
お
け
る
重
要
な
事
務
ポ
ス
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

チ
ェ
ル
ケ
ス
期
に
お
い
て
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
が
代
々
こ
の
軍
務
庁
の
帳
簿
方
職
を
引
き
継
い
で
お
り
、
そ
の
他
の
名
家
で
、
軍
務
庁
の
帳
簿

方
職
を
出
し
た
家
は
な
い
。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
エ
ジ
プ
ト
の
様
々
な
名
家
の
中
で
も
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
が
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
以
降
、
軍
務
庁
の

帳
簿
方
職
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）（(
（

。�

つ
ま
り
、チ
ェ
ル
ケ
ス
期
に
お
い
て
、ジ
ー
ア
ー
ン
家
が
軍
務
庁
の
帳
簿
方
を
担
い
、代
々

軍
務
庁
に
関
わ
る
土
地
記
録
を
管
理
し
て
い
た
。
イ
ブ
ン
・
ズ
ン
ブ
ル
の
「
そ
の
こ
と
（
エ
ジ
プ
ト
の
収
入
源
と
毎
年
の
税
収
高
）
を
知
る
の

は
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
カ
ー
デ
ィ
ー
・
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
し
か
い
な
い
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
、
国
家
に
お
け
る
重
要
な
土
地
記
録
の
管
理
が
、

ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

問
題
は
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
家
系
図
の
中
に
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
土
地
記
録
を
オ
ス
マ
ン
朝
に
提
出
し
た
と
さ
れ
る
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
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デ
ィ
ル
と
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
の
名
が
見
当
た
ら
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
がD

J

に
あ
る
。D

J

の
全
一
四
冊
の
中
で
一

箇
所
だ
け
、D

M

が
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ア
ル
マ
ラ
キ
ー‘A

bd al-Q
ādir al-M

alakī

の
も
と
に
あ
っ
た
台
帳
で
あ
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る）（(
（

。�

　

ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ア
ル
マ
ラ
キ
ー
は
、
そ
れ
ま
で
軍
務
庁
の
帳
簿
方
を
務
め
て
い
た
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に
代
わ
っ
て
、
九
二
二
／

一
五
一
六
年
に
突
然
軍
務
庁
の
帳
簿
方
と
し
て
登
場
し
、
お
そ
ら
く
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
後
も
継
続
し
て
軍
務
庁
の
帳
簿
方
を
務
め
た
人
物
で
あ

る
）
（（
（

。
ま
た
、
九
二
三
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅱ
月
／
一
五
一
七
年
か
ら
九
二
八
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
／
一
五
二
二
年
ま
で
の
お
よ
そ
五
年
間
、
そ
の
他
の

官
僚
と
共
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
連
行
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
と
い
う
名
前
と
経
歴
が
「
新
規
定
」
序
文
と
一
致
す
る
も
の

の
、
こ
の
人
物
は
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
直
系
血
族
で
は
な
く
、
マ
ラ
キ
ー
家
の
人
間
で
あ
る
。

　

マ
ラ
キ
ー
家
と
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
女
性（no.66, 37, 38

）が
マ
ラ
キ
ー
家
に
嫁
い
だ
例
が
あ
る
。
ジ
ー

ア
ー
ン
家
の
娘
で
あ
るno.36

及
びno.37
と
婚
姻
し
た
ユ
ー
ス
フY

ūsuf b. B
int al-M

alakī

は
、Y

ūsuf b. Yah. yā b. ‘A
bd A

llāh al-Jam
āl b. 

al-Sharaf b. Sa‘ad al-D
īn b. B

int al-M
alakī
（
没
年
不
明
）
で
、
彼
の
父
親
の
ヤ
フ
ヤ
ーYah. yā b. B

int al-M
alakī

（
八
四
一
／
一
四
三
八
年

没
）
は
軍
務
庁
副
長
官
（s. āh .ib D
. al-Jaysh

）
を
務
め
た）（（
（

。�

ユ
ー
ス
フ
が
ま
だ
幼
い
頃
に
父
ヤ
フ
ヤ
ー
が
死
亡
し
た
た
め
、
軍
務
庁
副
長
官

職
を
ユ
ー
ス
フ
と
兄
弟
の
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ムIbrāhīm

 b. B
int al-M

alakī

、
そ
し
て
ヤ
フ
ヤ
ー
の
兄
弟
で
ユ
ー
ス
フ
の
叔
父
に
あ
た
る
ア
ブ
ド
・

ア
ル
ガ
ニ
ー‘A

bd al-G
hanī b. B

int al-M
alakī

（
八
四
八
／
一
四
四
四
年
没
）
の
三
人
が
共
に
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。�

彼
ら
は
、ジ
ー
ア
ー

ン
家
と
同
様
に
改
宗
コ
プ
ト
の
家
系
で
あ
り
、軍
務
庁
と
の
深
い
関
わ
り
を
見
て
と
れ
る
が
、サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、彼
ら
の
祖
先
（jadd

）

は
、
ナ
ー
ス
ィ
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
第
三
治
世
期
（
七
〇
九
─
四
一
／
一
三
一
〇
─
四
一
年
）
に
国
家
の
帳
簿
方
や
私
財
庁
長
官
（nāz. ir al-

khās. s.

）
を
務
め
た
ナ
シ
ュ
ーal-Sharaf ‘A

bd al-W
ahhāb b. Fad. l A

llāh

（
八
四
〇
／
一
三
三
九
年
没
）
だ
っ
た
と
い
う）（（
（

。�

　

同
じ
く
ジ
ー
ア
ー
ン
家
のno.66

と
婚
姻
関
係
に
あ
る
イ
ブ
ン
・
バ
ト
ラ
クIbn al-B

at. rak al-M
alakī

に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

マ
ラ
キ
ー
の
ニ
ス
バ
（nisba:�

出
自
）
を
持
つ
こ
の
人
物
と
、
イ
ブ
ン
・
ビ
ン
ト
・
ア
ル
マ
ラ
キ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
た
ち
の
間
柄
に
関
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し
て
詳
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い）（（
（

。�
　

次
に
、
③
の
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
に
関
し
て
は
、
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
の
兄
弟
で
あ
り
、
彼
と
共
に
軍
務
庁
の
帳
簿
方
を
務
め
た

Zayn al-D
īn A

bū B
akr al-M

alakī

だ
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
こ
こ
で
も
、
マ
ラ
キ
ー
家
の
人
間
が
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
一
員
と
み
な
さ
れ
、
ア
ブ
ー
・

バ
ク
ル
に
関
し
て
は
、
イ
ブ
ン
・
ズ
ン
ブ
ル
がA

bū B
akr b. al-Jī‘ān

と
さ
え
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

③
で
記
述
さ
れ
て
い
る
提
出
者
が
異
な
る
理
由
は
、
二
人
が
同
時
に
帳
簿
方
職
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
な
ぜ
マ
ラ
キ
ー
家
の
二
人
が
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
一
員
と
し
て
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
に
ジ
ー

ア
ー
ン
家
が
務
め
た
帳
簿
方
職
が
、
九
二
二
／
一
五
一
六
年
以
降
突
然
マ
ラ
キ
ー
家
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
た
が
、
両
家
は
親
戚
関
係
に
あ
り
、

新
米
の
帳
簿
方
で
あ
る
マ
ラ
キ
ー
家
が
、
長
年
帳
簿
方
職
を
務
め
、
職
務
の
専
門
的
技
術
や
情
報
を
熟
知
し
蓄
積
し
て
い
る
ジ
ー
ア
ー
ン
家
に

出
入
り
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
々
が
マ
ラ
キ
ー
家
の
上
記
二
名
を
、
当
時
帳
簿
方
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
ジ
ー
ア
ー

ン
家
の
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
こ
の
兄
弟
が
借
金
を
返
済
し
な
か
っ
た
た
め
に
幽
閉
さ
れ
た
際
、
当
時
秘
書
副
長

官
（nā’ib kātib al-sirr

）
で
あ
っ
た
ジ
ー
ア
ー
ン
家
の
シ
ハ
ー
ビ
ー
・
ア
フ
マ
ド
が
仲
裁
に
入
っ
て
二
人
を
釈
放
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

マ
ラ
キ
ー
家
と
ジ
ー
ア
ー
ン
家
と
の
結
び
付
き
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
か
ら
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
征
服
直
後
、
オ
ス
マ
ン
朝
君
主
セ
リ
ム
一
世
に
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
を
提
出
し
た
人
物
は
、
グ
ー
リ
ー
統
治

期
末
期
か
ら
帳
簿
方
職
を
務
め
た
マ
ラ
キ
ー
家
の
兄
弟
、
ア
ブ
ド
・
ア
ル
カ
ー
デ
ィ
ル
と
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
彼
ら
が
オ
ス
マ
ン
朝
に
提
出
し
た
複
数
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
土
地
台
帳
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、

マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に
存
在
し
た
様
々
な
台
帳
の
記
録
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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第
二
章　
『
軍
務
台
帳
』
に
見
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
土
地
台
帳

　

D
J

は
、
現
在
エ
ジ
プ
ト
国
立
文
書
館
に
一
四
冊
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
各
台
帳
は
エ
ジ
プ
ト
の
行
政
県
（
ウ
ィ
ラ
ー
ヤw

ilāya

）

ご
と
に
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
情
報
量
の
多
い
県
は
巻
に
分
け
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。D

J

の
各
台
帳
は
、
最
初
に
目
次
（fihrist

）
が
付
さ
れ
、

そ
れ
以
降
、
村
ご
と
に
情
報
が
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
構
成
が
貫
か
れ
て
い
る
。
各
村
の
情
報
は
、
村
の
概
要
情
報
と
詳
細
情
報
に
分
け
ら
れ
、

概
要
情
報
で
は
、
紙
葉
の
右
半
分
にD

M

か
ら
引
用
し
た
情
報
と
し
て
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
①
耕
作
面
積
、
②
リ
ザ
ク
地
面
積
、
③
村
に

あ
る
土
地
の
種
類
と
比
率
が
記
さ
れ
、
時
に
④
税
収
高
（‘ibra

）
や
⑤
土
地
の
権
利
者
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
紙
葉
の
左
半
分
に
は
、
九

三
三
／
一
五
二
七
年
の
土
地
調
査
に
よ
る
記
録
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
大
抵
半
葉
で
ま
と
め
ら
れ
る
。
村
の
概
要
情
報
が
記
さ
れ
る

と
、
次
に
詳
細
情
報
が
あ
り
、
各
村
に
あ
る
ワ
ク
フ
地
や
私
有
地
に
つ
い
て
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
く
。
情
報
は
土
地
片
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
、

最
初
に
確
定
さ
れ
た
土
地
分
類
・
権
利
者
・
獲
得
経
緯
が
一
葉
分
の
紙
幅
い
っ
ぱ
い
に
記
さ
れ
る
と
、
右
半
分
にD

M

か
ら
の
引
用
と
し
て

マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
記
録
が
、
左
半
分
に
九
三
三
／
一
五
二
七
年
に
行
わ
れ
た
土
地
調
査
（tarbī‘

）
の
記
録
が
併
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
引
用

さ
れ
るD

M

か
ら
の
引
用
記
録
は
、
①
土
地
区
分
、
②
権
利
者
、
③
権
利
者
が
持
つ
土
地
を
購
入
し
た
際
に
発
行
さ
れ
た
文
書
や
ワ
ク
フ
文
書
、

軍
事
リ
ザ
ク
地
の
授
与
証
等
の
各
種
文
書
の
要
約
と
そ
れ
ぞ
れ
の
日
付
が
記
さ
れ
る）（(
（

。�

　

九
五
七
／
一
五
五
〇
年
以
降
に
公
布
さ
れ
た
土
地
に
関
す
る
「
新
規
定
」
で
は
、
私
有
地
や
ワ
ク
フ
地
を
確
定
す
る
際
に
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝

期
の
記
録
と
権
利
者
が
所
有
す
る
各
種
文
書
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
権
利
の
正
当
性
を
審
査
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。「
新
規
定
」
で
は
、D

M

が
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
記
録
を
知
る
た
め
の
主
た
る
手
段
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、DM

に
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
『
慈
善
台
帳Ih. bâs D

efterler

』
や
『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地Em

lâk ve Evqâf

』
を
参
照
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
第
一

三
項
）
（(
（

）。
実
際D

J

で
は
、D

M

の
記
載
情
報
に
脱
落
箇
所
や
不
足
が
あ
れ
ば
、「
～
台
帳
で
はbi-D

aftar 

～
」
と
い
う
書
式
で
、
マ
ム
ル
ー
ク

朝
期
か
ら
伝
わ
る
様
々
な
他
の
台
帳
の
記
録
が
引
用
さ
れ
、
情
報
が
補
完
さ
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
複
数
の
台
帳
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
言
及
し
な
が
ら
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に
存
在
し
て
い
た
台
帳
群
を
復
元
し
て
い
き
た
い
。

１
．『
要
約
台
帳D

aftar al- Ijm
āl

』

　

D
J

中
、D

M

に
続
い
て
最
も
多
く
登
場
す
る
台
帳
が
『
要
約
台
帳D

aftar al-Ijm
āl

』（
以
後Ijm

āl

）
で
あ
る
。［
表
２
］
は
、Ijm

āl

がD
J

中
に
引
用
さ
れ
る
箇
所
（
村
概
要
情
報
か
、
村
詳
細
情
報
か
）、Ijm

āl

が
引
用
さ
れ
て
い
る
記
録
に
関
し
てD

M

か
ら
も
記
録
が
引
用
さ
れ
て

い
る
か
否
か
、D

M

か
ら
の
記
録
も
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、D

M

の
記
録
とIjm

āl

の
記
録
は
一
致
す
る
か
否
か
、
こ
の
結
果
か
ら
、Ijm

āl

が
引
用
さ
れ
た
理
由
を
考
察
し
、
同
時
に
一
五
世
紀
後
半
のTuh. fa

の
記
録
とIjm

āl

の
記
録
の
類
似
性
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ijm
āl

が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
二
二
件
中
二
一
件
が
村
の
概
要
情
報
の
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。no.8

～15, 17

～20

は
す
べ
て

ア
ト
フ
ィ
ー
フ
県
の
村
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
通
し
て
、D

M

か
ら
税
収
高
や
土
地
区
分
が
引
用
さ
れ
た
後
に
、Ijm

āl

か
ら
「
荒
廃
し
て
い

る
（khirāb

）」
と
い
う
情
報
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。Ijm

āl

か
ら
の
記
録
は
、
ほ
ぼTuh. fa

の
記
録
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
二
二
件
中
四
件

がTuh. fa

の
記
録
と
相
違
が
あ
る
。
例
え
ば
、no.1

は
、Ijm

āl

か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
税
収
高
が
二
五
〇
（
単
位
は
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
・
ジ
ャ

イ
シ
ー
）
で
あ
る
の
に
対
し
、Tuh. fa

で
は
一
〇
〇
と
記
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
たno.4

で
は
、D

M

か
ら
の
引
用
で
、
私
有
地
の
権
利
者
一
名
と

軍
事
リ
ザ
ク
地
の
権
利
者
三
名
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
配
比
率
を
提
示
し
た
後
、Ijm

āl

か
ら
の
引
用
と
し
て
、「
リ
ザ
ク
地
：
こ
の
村
す
べ

て
（rizqa bi-kam

āli-hā

）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方Tuh. fa

で
は
、「
か
つ
て
は
イ
ク
タ
ー
保
有
者
た
ち
（m

uqt .a‘īn

）
の
も
の
で
、
現
在
は

イ
ク
タ
ー
地
と
ワ
ク
フ
地
及
び
私
有
地
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
記
録
が
相
異
な
り
、Tuh. fa

と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
例
も
あ
る
。D

M

の
村
の
概
要
情
報
とIjm

āl

の
情
報
が
異
な
る
理
由
は
、
記
録
さ
れ
た
時
期
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
の
情
報
が
新
し
い
も
の
か
を
知
る
手
が
か
り
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［表２］：『要約台帳』の引用箇所について

史料 引用箇所 DMの
引用

DMの情報との類似性 Ijmālの 引 用
理由

Tuh. fa との類似性

1 DJ 4626:231b 村概要 × - 情報の補完 ×:イブラが異なる
2 DJ 4639:53a 村概要 × - 情報の補完 〇 : 一致
3 DJ 4645:29b 村概要 × - 情報の補完 〇 : 一致
4 DJ 4652:199a 村概要 〇 ×: 異なる土地区分情報 情報の補完 ×:イブラが異なる
5 DJ 4641:69a 村概要 〇 ×: DM より新しい情報 情報の補完 〇 : 一致
6 DJ 4626:214b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 ×:イブラが異なる
7 DJ 4639:37a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 ×:イブラが異なる
8 DJ 4639:44b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
9 DJ 4639:45b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
10 DJ 4639:55a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
11 DJ 4639:77a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
12 DJ 4639:78a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
13 DJ 4639:79a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
14 DJ 4639:80a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
15 DJ 4639:81a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
16 DJ 4639:84b 村概要 〇 ×: DM と異なるイブラ 情報の補完 〇 : 一致
17 DJ 4639:85b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
18 DJ 4639:89b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
19 DJ 4639:90b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
20 DJ 4639:91b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
21 DJ 4645:53a 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
22 DJ 4652:200b 村概要 〇 ×: DM にない情報 情報の補完 〇 : 一致
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は
な
い
。
こ
の
た
め
、Ijm

āl

の
引
用
目
的
が
、D

M

の
記
録
を
更
新
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
過
去
の
記
録
を
参
考
の
た

め
に
記
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
そ
の
記
述
内
容
と
台
帳
名
か
ら
、
こ
の
台
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
村
の
情
報
の
要
約
で
あ
り
、D

M

で
い
う
村
の
概
要
情
報

に
相
当
す
る
情
報
の
要
約
版
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
知
り
う
る
限
り
で
は
、
そ
の
記
述
形
式
や
記
録
は
、
最
もTuh. fa

に
近
い
。D

M

の
村

の
概
要
情
報
は
、
耕
作
面
積
が
小
数
点
以
下
ま
で
記
さ
れ
、
各
土
地
分
類
の
配
分
も
記
さ
れ
る
が
、Ijm

āl

はTuh. fa

同
様
、
小
数
点
以
下
は

で
き
る
だ
け
省
略
さ
れ
、
各
土
地
分
類
の
配
分
も
記
さ
れ
な
い
。
こ
の
台
帳
の
記
録
が
い
つ
の
も
の
か
に
つ
い
て
は
、Tuh. fa

と
全
く
同
じ
記

録
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
の
記
録
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

２
．『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳D

aftar al-Ijm
āl sana 872

』

　

D
J

に
は
、『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』
か
ら
の
引
用
が
二
件
あ
る
［
表
３
］。
台
帳
名
に
付
さ
れ
た
八
七
二
／
一
四
六
七
─
八
年
は
、
記
録

が
と
ら
れ
た
年
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
は
、
フ
シ
ュ
カ
ダ
ムal-Z. āhir K

hushqadam

（
在
位
八
六
五
─
七
二
／
一
四
六
一
─

七
）
が
退
位
し
、
ヤ
ル
バ
ー
イal-Z. āhir Yalbāy

（
在
位
八
七
二
／
一
四
六
七
）、
タ
ム
ル
ブ
ガ
ーal-Z. āhir Tam

urbughā

（
在
位
八
七
二
／
一

四
六
七
）
が
相
次
い
で
ス
ル
タ
ー
ン
と
し
て
即
位
し
た
後
、
ラ
ジ
ャ
ブ
月
六
日
／
一
四
六
八
年
一
月
三
一
日
に
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
（
在
位
八
七

二
─
九
〇
一
／
一
四
六
八
─
九
六
）
が
政
権
を
握
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
台
帳
の
記
録
が
こ
の
年
の
い
つ
頃
の
記
録
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
政

権
交
代
の
激
し
い
時
期
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
土
地
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。

　

D
J

中
に
二
件
見
ら
れ
る
引
用
の
う
ち
、
一
件
は
村
の
概
要
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
村
に
あ
る
土
地
分
類
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面

積
配
分
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
通
常D

M

か
ら
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
はD

M

か
ら
の
引
用
は
な
い
。
こ
こ
で
の
『
八

七
二
年
の
要
約
台
帳
』
の
引
用
目
的
は
、D

M

に
欠
落
し
て
い
る
情
報
の
補
完
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
件
目
は
、
ダ
ミ
エ
ッ
タ
県
の
村
デ
ィ
キ
ル
ニ
スD

ikirnis

の
ワ
ク
フ
地
に
つ
い
て
の
情
報
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ワ
ク
フ
地
を
確
定

す
る
際
、提
出
さ
れ
た
文
書
に
は
、確
定
を
受
け
た
権
利
者
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
ーal-Jam

ālī ‘A
bd A

llāh b. M
uh. am

m
ad b. ‘A

lī 

b. Īnāl al-N
ās. irī

が
八
六
九
／
一
四
六
四
─
五
年
に
国
庫
（bayt al-m

āl

）
か
ら
そ
の
土
地
を
購
入
し
、
八
七
一
／
一
四
六
六
─
七
年
に
ワ
ク

フ
地
と
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、D

M

か
ら
の
引
用
情
報
の
部
分
に
は
、「
前
述
の
ア
ミ
ー
ル
は
記
載
さ
れ
て
い
な
いlam

 yarid 

al-am
īr al-m

adhkūr
」
と
だ
け
し
か
記
さ
れ
ず
、
こ
の
権
利
者
が
国
庫
か
ら
合
法
的
に
土
地
を
購
入
し
、
ワ
ク
フ
地
と
し
た
こ
と
をD

M

上
で

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
「
新
規
定
」
で
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
か
ら
継
続
的
に
ワ
ク
フ
地
又
は
私
有
地
だ
っ
た
土
地
に
関
し
て
は
、
権
利
者
が
変
わ
っ
て
い
て
も
、

そ
の
確
認
が
と
れ
れ
ば
、
ワ
ク
フ
地
又
は
私
有
地
と
し
て
確
定
さ
れ
た
（
第
二
、
三
項
）。
他
方
、D

M

に
イ
ク
タ
ー
地
又
は
軍
事
リ
ザ
ク
地

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
土
地
を
、
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
後
に
ワ
ク
フ
地
化
、
私
有
地
化
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
土
地
は

一
度
国
庫
に
接
収
さ
れ
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
正
当
性
が
審
査
さ
れ
た
（
第
五
項
）。
ま
た
、
権
利
者
が
国
庫
か
ら
合
法
的
に
土
地
を
購
入
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
文
書
を
持
た
な
い
場
合
や
（
第
七
、
八
項
）、
ワ
ク
フ
地
や
私
有
地
の
文
書
に
記
載
さ
れ
た
日
付
とD

M

に
記
載
さ
れ
た
日

付
に
整
合
性
が
な
い
場
合
（
第
九
項
）
は
国
庫
に
接
収
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
十
／
十
六
世
紀
以
降
に
行
わ
れ
た
ワ
ク

フ
地
や
私
有
地
の
確
定
は
、
ど
の
時
点
で
ワ
ク
フ
地
化
・
私
有
地
化
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
点
と
、
文
書
とD

M

の
記
録
が
揃
っ
て
い
る
か

と
い
う
点
が
審
査
の
焦
点
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
通
常D

J
に
は
、D

M

か
ら
の
引
用
と
し
て
、
そ
の
土
地
が
い
つ
誰
に
よ
っ
て
国
庫
か
ら

購
入
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現
権
利
者
の
ワ
ク
フ
地
あ
る
い
は
私
有
地
に
な
っ
た
か
な
ど
、
審
査
の
過
程
で
必
要
と

さ
れ
た
情
報
が
書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。�

　

し
か
し
、
前
述
の
村
の
ワ
ク
フ
地
に
関
し
て
は
、D

M

の
情
報
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
権
利
者
が
持
つ
文
書
の
内
容
をD

M

で
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、「『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』
に
よ
れ
ば
、（
こ
の
村
は
）
イ
ク
タ
ー
保
有
者
た
ち
（
の
土
地
）
と
ワ
ク
フ
地
で

あ
る
」
と
引
用
し
、「
二
つ
の
台
帳
を
参
照
す
る
と
、
イ
ク
タ
ー
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
し
、
こ
の
土
地
が
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に
イ
ク
タ
ー



57　後期マムルーク朝におけるエジプト土地文書行政の諸相

地
か
ら
ワ
ク
フ
地
化
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
た
と
見
ら
れ
る
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
こ
の
土
地
は
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
の
ワ
ク
フ

地
と
し
て
確
定
を
受
け
た
が
、
確
定
審
査
の
際
、D

M

の
記
録
の
欠
落
に

よ
り
、
ワ
ク
フ
地
を
確
定
す
る
た
め
の
代
わ
り
と
な
る
情
報
を
参
照
し
よ

う
と
し
た
結
果
、『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
八
七
一
／
一
四
六
六
─
七
年
に
ワ
ク
フ
と

さ
れ
た
土
地
の
以
前
の
状
態
を
知
る
た
め
に
、
後
述
す
る
よ
り
詳
細
な
情

報
を
収
め
た
台
帳
を
参
照
せ
ず
、
ワ
ク
フ
地
と
し
た
後
の
時
代
に
編
纂
さ

れ
た
要
約
台
帳
を
引
用
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
詳

細
情
報
を
収
め
た
台
帳
に
欠
落
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
史
料
に
は
表
れ

な
い
当
事
者
間
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
、『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』
の
記
録
は
、
八
七
二
／
一
四

六
七
─
八
年
の
エ
ジ
プ
ト
各
村
の
土
地
分
類
・
面
積
配
分
と
い
っ
た
村
の

情
報
の
要
約
を
綴
じ
た
台
帳
と
考
え
ら
れ
る
。

３
．『
八
九
一
年
の
要
約
台
帳D

aftar al-Ijm
āl sana 891

』

　

D
A

及
びD

J
で
は
、
各
台
帳
の
最
初
に
記
さ
れ
る
目
次
に
お
い
て
、

八
九
一
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅰ
月
末
日
／
一
四
八
六
年
六
月
三
日
付
の
『
八

［表３］：『872 年の要約台帳』の引用箇所について

史料 引用箇所 DMの
引用

DMの情報との類似性 Ijmālの 引 用
理由

Tuh. fa との類似性

1 DJ 4641:135a 村概要 × - 情報の補完 ×:土地の区分が異
なる

2 DJ 4652:189a 村概要 × - 情報の補完 〇 : 一致

［表４］：『891 年の要約台帳』の引用箇所について

史料 引用箇所 DMの
引用

DMの情報との類似性 Ijmālの 引 用
理由

Tuh. fa との類似性

1 DJ 4641:101a 村概要 × - 情報の補完 ×:面積、記述内容
異なる

2 DJ 4645:14b 村概要 × - 情報の補完 〇 : 一致。Tuh. faよ
り詳。

3 DJ 4622:81a 村概要 〇 ×:異なる面積情報 情報の参照 〇 : 面積情報一致
4 DJ 4633:65a 村概要 〇 ×:DMにない情報 情報の補完 〇 : 一致
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九
一
年
の
要
約
台
帳
』
に
基
づ
い
て
村
を
列
挙
し
て
い
る）（（
（

。

　

目
次
以
外
で
、『
八
九
一
年
の
要
約
台
帳
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、D

J

中
に
四
件
あ
る
。［
表
４
］
う
ち
三
件
（no.1,2,4

）
は
、
前

述
の
『
要
約
台
帳
』
や
『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』
の
引
用
例
の
よ
う
に
、
耕
作
面
積
・
土
地
分
類
・
土
地
権
利
者
の
う
ち
、D

M

に
な
い
情

報
、
あ
る
い
は
不
足
の
あ
る
情
報
を
補
完
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

no.3

の
引
用
例
で
は
、
第
五
ガ
ル
ビ
ー
ヤ
県
の
マ
ハ
ッ
ラ
・
ア
ル
マ
ル
フ
ー
ム
村m

ah. allat al-m
arh. ūm

の
概
要
情
報
に
お
い
て
、D

M

で

は
面
積
が
三
八
三
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ン
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
八
九
一
年
の
要
約
台
帳
』
か
ら
の
引
用
で
は
、
二
三
八
二
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ン
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、D

J
を
編
纂
す
る
際
、
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
数
値
を
見
てD

M

の
記
録
を
疑
わ
し
い
と
し
た
書
記
官
が
、『
八
九
一
年

の
要
約
台
帳
』
の
面
積
情
報
を
引
用
し
、
両
台
帳
か
ら
の
記
録
を
参
照
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ミ
シ
ェ
ルN

icolas M
ichel

は
、『
八
九
一
年
の
要
約
台
帳
』
は
、
検
地
や
土
地
調
査
が
行
わ
れ
た
結
果
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
財

務
上
、
収
入
の
総
計
を
知
る
上
で
必
要
と
さ
れ
、
情
報
の
要
約
版
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
時
代
の
記
録
か
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
な
い）（（
（

。�

ま
た
、彼
は
『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』
の
存
在
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
彼
が
研
究
で
扱
っ
たD

A

に
『
八

七
二
年
の
要
約
台
帳
』
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、M

ichel

が
述
べ
る
よ
う
に
、
調
査
に
基
づ
か
な
い
単
純
な

情
報
の
要
約
で
あ
れ
ば
、
約
二
〇
年
の
間
に
二
度
も
要
約
台
帳
を
編
纂
す
る
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
台
帳
名
に
編
纂
さ

れ
た
年
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
八
七
二
／
一
四
六
七
─
八
年
か
ら
八
九
一
／
一
四
八
六
年
の
間
に
編
纂
さ
れ
た

Tuh. fa

の
情
報
と
『
八
七
二
年
の
要
約
台
帳
』、『
八
九
一
年
の
要
約
台
帳
』
の
記
録
に
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
土
地
調
査
に
よ
っ

て
情
報
が
更
新
さ
れ
、
二
度
の
要
約
台
帳
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る）（（
（

。
よ
っ
て
、『
八
九
一
年
の
要
約
台
帳
』
は
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
要
約
台
帳
と
同
じ
系
統
に
属
す
る
台
帳
で
、
八
九
一
／
一
四
八
六
年
の
村
の
概
要
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
る
。

４
．『
九
一
九
年
の
詳
細
な
台
帳D

aftar al-Aqsat.  sana 919

』
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D
M

中
に
一
件
見
ら
れ
る）（（
（

。
審
査
対
象
と
さ
れ
た
ワ
ク
フ
地
は
、
八
七
三
／
一
四
六
八
─
九
年
に
バ
ル
ド
バ
クB

ardbak al-A
h. m

adī

が
設

定
し
た
ワ
ク
フ
地
を
九
三
〇
年
ラ
ビ
ー
Ⅰ
月
二
八
日
／
一
五
二
四
年
二
月
四
日
に
ヤ
フ
ヤ
ーYah. yā b. Q

ānībāy m
in Q

ujqār

に
イ
ス
テ
ィ
ブ

ダ
ー
ル
（istibdāl:�
交
換
）
し
、
九
三
六
年
ズ
ー
ル
・
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
一
八
日
／
一
五
三
〇
年
八
月
一
三
日
に
ヤ
フ
ヤ
ー
が
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
パ
シ
ャ

M
us. tafā B

āshā W
ilāyat al-Yam

an …
[?]

に
売
却
し
、
翌
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅰ
月
一
五
日
／
一
五
三
一
年
一
月
四
日
に
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
パ
シ
ャ

が
ワ
ク
フ
地
と
し
て
い
る
。
一
方
、D

M

の
引
用
を
見
る
と
、「
二
つ
の
台
帳
を
参
照
し
従
うbi-m

aw
jib m

uqābilat al-D
aftarayn

」
と
あ
り
、

そ
の
下
にD

M

か
ら
の
引
用
と
し
て
、
ム
ハ
ン
マ
ドM

uh. am
m

ad b. K
hushkaldī al-N

ās. irī m
in K

ham
sa

が
八
四
六
／
一
四
四
二
年
に
タ
ナ

ムal-jināb al-Tanam
 al-s. āh. ibī

か
ら
土
地
を
購
入
し
、
私
有
地
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
下
に
、『
九
一
九
年
の
詳
細
な

台
帳
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
バ
ル
ド
バ
ク
の
ワ
ク
フ
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
紙
葉
の
左
半
分
に
記
さ
れ
る
九
三
三

／
一
五
二
七
年
の
土
地
調
査
の
記
録
で
も
、
バ
ル
ド
バ
ク
の
ワ
ク
フ
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
『
九
一
九
年
の
詳
細
な
台
帳
』
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、確
定
さ
れ
た
ワ
ク
フ
地
が
も
と
も
と
バ
ル
ド
バ
ク
の
ワ
ク
フ
地
を
イ
ス
テ
ィ

ブ
ダ
ー
ル
し
た
事
実
がD

M

に
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
引
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
個
々
の
土
地
に
つ
い
て
あ
る
程
度
詳
し

い
情
報
を
記
し
て
い
る
点
で
、
先
述
し
た
要
約
台
帳
と
は
異
な
る
種
類
の
台
帳
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、D

M

中
に
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い

た
め
、
こ
の
台
帳
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
含
ん
で
い
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
台
帳
名
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が

正
式
名
称
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

５
．『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳D

aftar al-Am
lāk w

al-Aw
qāf

』

　

こ
の
台
帳
の
引
用
事
例
はD

J

中
の
村
概
要
情
報
に
一
件
、
村
詳
細
情
報
に
一
四
件
見
ら
れ
る
［
表
５
］。「
新
規
定
」
に
よ
る
と
、
第
一
三
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項
で
、D

M

に
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
参
考
す
る

も
の
と
し
て
、『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地Em

lâk ve Evqâf

』
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
台
帳
に
は
ま
ず
ワ
ク
フ
設
定
者
の
名
前
が
書
か
れ
、
そ

の
下
に
そ
の
人
物
の
ワ
ク
フ
地
の
名
前
と
詳
細
が
書
か
れ
、
そ
れ
が
一

つ
の
村
全
部
な
の
か
、
一
部
な
の
か
、
あ
る
い
は
飛
び
地
な
の
か
が
記

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
台
帳
に
は
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
全
て
の

ワ
ク
フ
地
が
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）（（
（

。�

　

一
五
件
中
三
件
（no.1,2,4

）
が
、D

M

に
記
録
が
な
い
場
合
に
こ

の
台
帳
が
引
用
さ
れ
、
通
常D

M

か
ら
引
用
さ
れ
る
土
地
分
類
・
権

利
者
に
関
す
る
情
報
の
補
完
を
し
て
い
る
。no.3

も
同
様
に
、D

M

に

記
録
が
な
い
場
合
で
あ
る
が
、『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
か
ら
引

用
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
土
地
が
国
庫
か
ら
売
却
さ
れ
た
日
付
と
そ
の

購
入
者
を
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
、no.5,6,10,12,14,15

の
六
件
が
、
土
地
が
国
庫
か
ら
法
的
に
購

入
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
際
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、no.5

の
事

例
で
は
、D

M

か
ら
の
情
報
と
し
て
、
元
々
イ
ク
タ
ー
地
だ
っ
た
土
地

が
、九
一
四
／
一
五
〇
八
─
九
年
に
バ
イ
バ
ル
スBaybars al-M

u’ayyadī

の
軍
事
リ
ザ
ク
地
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
国
庫
か
ら

そ
の
土
地
を
購
入
し
た
こ
と
を
引
用
し
て
い
る
が
、そ
の
後
さ
ら
に『
私

［表５］：『私有地とワクフ地』台帳の引用箇所について

史料 DMの引用 DMの情報との類似性 引用理由
1 DJ 4626:245b × - 情報の補完
2 DJ 4638:39a × - 情報の補完
3 DJ 4641:19b × - 情報の補完
4 DJ 4639:4b × - 情報の補完
5 DJ 4626:54b 〇 〇: 一致 情報の補完（国有地の法的購入を証明）
6 DJ 4626:148a 〇 〇: 一致 情報の補完（国有地の法的購入を証明）
7 DJ 4626:221b 〇 × ？（日付しか記されていない）
8 DJ 4634:102a 〇 〇: 一致 情報の補完
9 DJ 4634:106a 〇 〇: 一致 情報の補完
10 DJ 4638:80b 〇 × 情報の補完（国有地の法的購入を証明）
11 DJ 4652:247a 〇 × 情報の補完
12 DJ 4652:246b 〇 〇: 一致 情報の補完（国有地の法的購入を証明）
13 DJ 4641:35a 〇 × 情報の補完
14 DJ 4641:37b 〇 〇: 一致 情報の補完（国有地の法的購入を証明）
15 DJ 4639:28b 〇 〇: 一致 情報の補完（国有地の法的購入を証明）
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有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
を
引
用
し
て
、
バ
イ
バ
ル
ス
が
国
庫
か
ら
こ
の
土
地
を
法
的
に
購
入
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
し
て
、
他

の
事
例
も
、
国
庫
か
ら
の
土
地
の
法
的
購
入
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

no.11
は
、
ダ
ミ
エ
ッ
タ
県
の
シ
ュ
ブ
ラ
ー
・
ア
ル
バ
フ
ー
村Shubrā al-B
ahū

の
村
概
要
情
報
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。D

M

の
情
報
で
は
、

こ
の
村
を
計
七
ア
ス
バ
ー
ウ
（asbā‘, 

単
数
形sub‘: 

七
分
の
一
）
と
す
る
と
、
三
分
の
二
ス
ブ
ウ
が
ム
フ
タ
ー
ル
・
ア
ル
フ
サ
ー
ミ
ー

M
ukhār al-H. usām

ī
の
ワ
ク
フ
地
、
六
と
三
分
の
一
ス
ブ
ウ
が
イ
ク
タ
ー
地
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
軍
人
（jund

）
と
マ
ム
ル
ー
ク
の
子
孫

で
構
成
さ
れ
る
ハ
ル
カ
騎
士
（h. alqa

）
が
三
と
二
四
分
の
五
ス
ブ
ウ
、
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
（‘urbān

）
に
二
と
二
分
の
一
ス
ブ
ウ
、
残
り
は
そ
の

他
の
イ
ク
タ
ー
保
有
者
で
あ
る
。
こ
の
下
に
、「『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
で
は
、
国
庫
か
ら
の
購
入
に
よ
り
、
バ
イ
バ
ル
スB

aybars al-

M
u’ayyadī

（
の
私
有
地
）：
一
ス
ブ
ウ
、と
定
め
ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
残
り
の
イ
ク
タ
ー
地
の
一
部
が
バ
イ
バ
ル
ス
の
私
有
地
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
の
情
報
の
方
がD

M

の
情
報
よ
り
も
新
し
い
情
報
で

あ
り
、『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
を
引
用
し
て
情
報
の
更
新
を
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

no.13

は
、
確
定
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
設
定
者
、
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
・
ユ
ー
ス
フal-Jam

ālī Y
ūsuf naqīb al-juyūsh

は
、D

M

に
お
い
て
、
こ
の

土
地
の
イ
ク
タ
ー
保
有
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
の
引
用
で
は
、こ
の
土
地
は
ス
ル
タ
ー
ン
・
グ
ー
リ
ー

の
所
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、D

M

の
情
報
と
矛
盾
す
る
。『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
の
情
報
を
併
記
す
る
こ
と
で
、
様
々

な
情
報
を
審
査
し
た
う
え
で
確
定
に
至
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
は
、「
新
規
定
」
中
に
も
説
明
が
あ
る
よ
う
に
、
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
に
特
化
し
た
土
地
台
帳
で
あ
り
、
土
地

が
国
庫
か
ら
売
却
さ
れ
、
個
人
の
私
有
地
と
な
っ
た
り
、
そ
の
後
ワ
ク
フ
に
設
定
さ
れ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
以
降
そ
の
土
地
に
関
す
る
記
録
が
、

こ
の
台
帳
に
登
記
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
有
地
や
ワ
ク
フ
地
が
、
い
つ
誰
に
よ
っ
て
国
庫
か
ら
購
入
さ
れ
た
の
か
を

明
示
す
る
必
要
が
あ
る
時
に
、
こ
の
台
帳
がD

J

に
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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６
．『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳D

aftar al-Ah. bās zam
an al-Jarākisa

』

　

こ
の
台
帳
も
、『
私
有
地
と
ワ
ク
フ
地
台
帳
』
と
同
様
に
、「
新
規
定
」
中
に
登
場
す
る
。「
新
規
定
」
第
一
三
項
に
よ
る
と
、
審
査
の
際
、

D
M

に
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
『
慈
善
台
帳Ah. bâs D

efterler

』
を
参
照
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
、
リ
ザ
ク
地
の
元
々
の
状
態
や
、
国
庫
か
ら
の
購
入
を
通
じ
て
流
出
し
た
土
地
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
ワ
ク
フ
地
や
私
有
地
の

文
書
の
写
し
も
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う）（（
（

。�

　

D
J

中
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
記
録
がD

M

に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、D

A

の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
記
録
は
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』

に
基
づ
い
て
い
る
。M

ichel
に
よ
る
と
、
こ
の
台
帳
は
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
ア
ト
フ
ィ
ー
フ
県
第
一
巻
』
の
よ
う
に
、
行
政
県
ご
と
に

編
纂
さ
れ
て
お
り
、
各
行
政
県
で
巻
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
各
行
政
県
の
巻
数
は
、
バ
フ
ナ
サ
ー
県
に
つ
い
て
は
第
二
八
巻
、
第
三
三
巻
、
ガ

ル
ビ
ー
ヤ
県
に
つ
い
て
は
第
一
四
六
巻
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
巻
を
有
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る）（(
（

。
実
際
、D

J

で
引
用

さ
れ
て
い
る
例
［
表
６
］
を
見
て
も
、no.2
は
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
ア
シ
ュ
ム
ー
ナ
イ
ン
県
第
二
九
巻D

aftar al-Ah. bās m
in al-

Jarākisa m
in al-jild al-tāsi‘ w

al-‘ashrīn m
in al-Ashm

ūnayn

』、no.4

は
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
一
三
八
巻D

aftar al-Jarākisa al-Ah. bāsī 

m
in al-jild 138

』
と
あ
り
、
県
ご
と
に
か
な
り
の
分
量
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）（(
（

。�

　

M
ichel

に
よ
れ
ば
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
が
こ
れ
ほ
ど
の
分
量
を
持
つ
理
由
と
し
て
、
慈
善
リ
ザ
ク
地
の
授
与
証
（taw

qī‘

）
が
全

て
台
帳
に
書
き
写
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
台
帳
が
長
い
間
受
け
継
が
れ
、
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
台
帳
の
成
立

年
代
に
関
し
て
は
、M

ichel

は
、
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
以
降
の
も
の
と
し
て
い
る
。『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
か
ら
引
用
さ
れ
る
情
報
に
は
、

最
も
古
い
も
の
で
六
六
〇
／
一
二
六
一
─
二
年
や
六
九
〇
／
一
二
九
一
─
二
年
と
い
う
日
付
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
オ
ス
マ
ン
朝
期
にD

A

を
編
纂
し
た
際
に
書
写
者
が
誤
っ
て
数
字
を
書
き
写
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
も
新
し
い
授
与
証
の
日
付
が
、
オ
ス
マ
ン
朝

に
征
服
さ
れ
る
直
前
の
九
二
二
／
一
五
一
六
年
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
直
前
ま
で
台
帳
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
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る
。
し
か
し
、
事
例
は
少
な
い
も
の
の
、
デ
ル
タ
地
方
に
関
し
て
は
、
九
二
四
／
一
五
一

八
年
の
日
付
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。た
だ
し
、こ
れ
は
授
与
証
で
は
な
く
、調
査
官（kāshif

）

の
報
告
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う）（（
（

。�

　

一
方
、D

J

中
に
見
ら
れ
るno.9

は
、
九
二
九
／
一
五
二
二
─
三
年
の
日
付
で
慈
善
リ

ザ
ク
地
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
台
帳
が
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
以
後
も
し
ば
ら
く
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

ま
たM

ichel

は
、『
リ
ザ
ク
地
目
録D

aftar M
ujam

m
a‘āt al-Rizaq

』
と
『
慈
善
リ
ザ

ク
地
要
約
台
帳D

aftar Ijm
āl al-Rizaq al-Ah. bāsīya

』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
に
付
随
し
て
、
こ
の
よ
う
な
台
帳
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
た
。D

J

に
見
ら
れ
るno.8

の
『
旧
慈
善
台
帳
と
そ
の
要
約
ク
ー
ス
県
第
八
巻

D
aftar al-Ah. bāsī al-qadīm

 w
a m

in al-Ijm
āli-hi m

in al-jilda al-thām
in bil-Q

ūs. īya

』

の
事
例
か
ら
も
、
要
約
版
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。M

ichel
は
『
リ
ザ
ク
地
目
録
台
帳
』
と
『
慈
善
リ
ザ
ク
地
要
約
台
帳
』
は
呼
び
方
が
異
な
る
だ
け

で
、
同
じ
台
帳
を
指
す
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
り
慎
重
な
検
討

が
必
要
だ
ろ
う）（（
（

。�

　

さ
て
、D

J

の
こ
の
台
帳
の
引
用
事
例
を
見
て
い
く
と
、
九
件
中
三
件
（no.1,2,3

）
が

村
概
要
の
部
分
で
引
用
さ
れ
、
残
り
は
詳
細
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。no.1

は
、
面
積

と
土
地
分
類
に
つ
い
て
の
情
報
を
引
用
し
て
い
る
。no.2

は
、D

M

に
な
い
情
報
を
引
用

し
て
情
報
を
補
完
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
授
与
証
の
内
容
を
す
べ
て
書
写
し
た
と
思

［表６］：『チェルケス慈善台帳』の引用箇所について

史料 引用箇所 DMの引用 DMの情報との類似性 引用理由
1 DJ 4625:48b 村概要 × - 情報の補完（面積と土地分類）
2 DJ 4625:210b 村概要 〇 ×:DMにない情報 情報の補完（権利者について

かなり詳しい記述）
3 DJ 4645:78a 村概要 〇 ×:土地の種類異なる 情報の補完
4 DJ 4622:99b 村詳細 × - 情報の補完
5 DJ 4634:109b 村詳細 × - 情報の補完
6 DJ 4634:122b 村詳細 × - 情報の補完
7 DJ 4621:8a 村詳細 × - 情報の補完
8 DJ 4633:10b 村詳細 × - 情報の補完
9 DJ 4625:59b 村詳細 × - 情報の補完
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わ
れ
る
ほ
ど
そ
の
記
述
は
詳
細
で
あ
る）（（
（

。� no.3

は
、D

M

か
ら
の
引
用
で
は
私
有
地
と
さ
れ
て
い
る
物
件
が
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
で

は
同
一
権
利
者
の
ワ
ク
フ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
異
な
る
情
報
を
参
照
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

no.4
は
村
詳
細
情
報
の
部
分
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
八
七
二
／
一
四
六
七
─
八
年
に
マ
フ
ム
ー
ドM

ah. m
ūd b. K

hayrbak

が
設
定
し
た
ワ

ク
フ
が
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
と
し
て
、
八
五
一
／
一
四
四
七
─
八
年
タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ーTaghrī B

irdī al-Sūdūnī

が
国
庫

か
ら
購
入
し
た
後
、
土
地
権
利
が
マ
フ
ム
ー
ド
に
移
り
（intiqāl

）、
ワ
ク
フ
と
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
てD

M

の

引
用
は
な
く
、
代
わ
り
に
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
を
引
用
し
て
、
こ
の
土
地
が
八
四
三
／
一
四
三
九
─
四
〇
年
慈
善
リ
ザ
ク
地
と
し
て
上

述
の
タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー
に
授
与
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー
が
国
庫
か
ら
購
入
し
た
土
地
に

つ
い
てD

M

に
記
載
が
な
か
っ
た
た
め
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
を
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
事
例
に
関
し

て
も
、
ワ
ク
フ
地
と
な
っ
た
土
地
が
、
ど
こ
か
ら
売
却
さ
れ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
台
帳
を
引
用
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
台
帳
の
名
称
に
注
目
す
る
と
、no.1,4,5,7

はD
aftar al-Jarākisa al-Ah. bāsī

、no.2

はD
aftar al-Ah. bās m

in al-Jarākisa

、

no.3,8

はD
aftar al-Ah. bās al-Q

adīm

、no.6
はD

aftar al-Ah. bāsī

、no.9

はD
aftar al-Jarākisa m

in al-Jarīda al-Q
adīm

a m
in D

īw
ān 

al-Ah. bās

［
図
２
］
と
し
て
登
場
す
る
。
名
称
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
が
持
つ
情
報
の
類
似
性
か
ら
、
同
一
の
台
帳
と
見
て
間
違
い
な
い
と
考

え
る
。
ま
た
、
台
帳
名
の
ア
フ
バ
ー
ス
（ah. bās:�

慈
善
）、
ア
フ
バ
ー
ス
ィ
ー
（ah. bāsī: 

慈
善
の
）
の
語
か
ら
、
こ
の
台
帳
が
単
に
慈
善
リ
ザ

ク
地
に
関
す
る
情
報
だ
け
を
収
め
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
慈
善
庁
（D

īw
ān al-A

h. bās

）
が
管
轄
す
る
土
地
情
報
を
収
め
、
同
庁
に
よ

り
管
理
さ
れ
て
い
た
台
帳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
台
帳
が
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
か
に
つ
い
て
は
、D

A
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
記
録
部
分
に
、『
ナ
ー
ス
ィ
ル
・
ム
ハ
ン

マ
ド
の
検
地
か
ら
の
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳D

aftar al-Jarākisa al-Ah. bāsī ‘an al-Raw
k al-N

ās. irī M
uh. am

m
ad b. Q

alāw
ūn

』
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
か
ら
つ
け
始
め
ら
れ
た
と
推
察
で
き
る）（（
（

。M
ichel

が
数
字
の
書
き
間
違
い
と
し
た
六
〇
〇
／
一

二
〇
〇
年
代
の
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
以
前
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
後
、
台
帳
が
新
た
に
編
纂
さ
れ
た
後
も
、
そ
れ
以
前
の
必
要
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な
記
録
は
台
帳
に
記
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
解
決
す
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
と
は
、
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
以
降
記
帳
さ
れ
た
慈
善
庁
の
管
理
す
る
台
帳
で
あ
り
、
そ
の
内

容
は
、
慈
善
リ
ザ
ク
地
の
授
与
証
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

７
．『
イ
ク
タ
ー
台
帳D

aftar al-Ia. qt. ā‘āt

』

　
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
は
、D

J
中
に
一
三
件
見
ら
れ
る
［
表
７
］。
こ
の
ほ
と
ん
ど
（no.2,3,5,7,9,10,12,13

）
が
、
イ
ク
タ
ー
授
与
年
月
日
を

明
示
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。D

M

の
引
用
情
報
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
イ
ク
タ
ー
の
授
与
年
月
日
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
も
そ
もD

M

に
は
イ
ク
タ
ー
授
与
の
日
付
が
記
さ
れ
ず
、
現
状
の
権
利
者
の
み
が
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の

情
報
の
欠
落
を
補
う
た
め
に
、『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
か
ら
、
イ
ク
タ
ー
授
与
の
日
付
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、D

M

か
ら

引
用
さ
れ
る
情
報
で
、
そ
の
土
地
が
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に
イ
ク
タ
ー
地
だ
っ
た
事
例
は
数
多
く
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
イ
ク
タ
ー
が
授
与
さ

れ
た
日
付
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
述
の
事
例
に
限
っ
て
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
か
ら
イ
ク
タ
ー
授
与
年
月
日
が
引
用
さ

れ
た
か
は
謎
で
あ
る
。
土
地
確
定
の
審
査
の
際
に
必
要
と
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
だ
け
日
付
が
必
要

と
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

例
え
ば
、no.2

で
は
、
九
四
七
／
一
五
四
〇
─
一
年
に
シ
ハ
ー
ビ
ー
・
ア
フ
マ
ドal-Shihābī A

h. m
ad b. Ibrāhīm

 b. Taghrī B
irdī

が
設
定

し
た
ワ
ク
フ
が
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ハ
ー
ビ
ー
・
ア
フ
マ
ド
が
こ
の
土
地
を
ワ
ク
フ
と
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
九
一
四
／
一
五
〇
八
─
九

年
に
ナ
ー
ス
ィ
リ
ー
・
ム
ハ
ン
マ
ドal-N

ās. irī M
uh. am

m
ad b. ‘A

lī b. Q
ānībak

が
国
庫
か
ら
こ
の
土
地
権
利
を
購
入
し
、同
年
、父
親
の
ア
ラ
ー

イ
ー
・
ア
リ
ーal-‘A

lā’ī ‘A
lī b. Q

ānībak

に
私
有
地
の
権
利
を
委
譲
し
（tam

līk
）、
九
四
七
／
一
五
四
〇
─
一
年
、
シ
ハ
ー
ビ
ー
に
権
利
が

売
却
さ
れ
、
彼
に
よ
っ
て
ワ
ク
フ
と
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、D

M

の
引
用
で
は
、
日
付
不
明
で
ナ
ー
ス
ィ
リ
ー
・
ム
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ハ
ン
マ
ド
と
そ
の
兄
弟
ア
フ
マ
ドA

h. m
ad b. ‘A

lī b. Q
ānībak

と

ユ
ー
ス
フY

ūsuf b. ‘A
lī b. Q

ānībak

の
イ
ク
タ
ー
地
で
あ
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
が
引
用
さ
れ
、

八
九
三
／
一
四
八
七
─
八
年
の
日
付
で
、
ア
ラ
ー
イ
ー
・
ア
リ
ー
と

息
子
ム
ハ
ン
マ
ド
、
ア
フ
マ
ド
、
ユ
ー
ス
フ
、
彼
ら
の
子
供
た
ち
の

イ
ク
タ
ー
地
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の

父
親
ア
リ
ー
の
代
の
情
報
を
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
か
ら
引
用
し
て
お

り
、D

M

の
情
報
よ
り
古
い
情
報
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
敢
え

て
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
か
ら
こ
の
情
報
を
引
用
し
、
記
し
た
か
は
不

明
で
あ
る
。

　

ま
たno.4

で
は
、
ム
ハ
ン
マ
ドM

uh. am
m

ad b. Jakam

が
九
一

七
／
一
五
一
一
─
二
年
に
設
定
し
た
ワ
ク
フ
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。

D
M

の
引
用
情
報
で
は
、
ワ
ク
フ
設
定
者
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
と
そ

の
兄
弟
の
ア
フ
マ
ドA

h. m
ad b. Jakam

の
イ
ク
タ
ー
地
と
し
て
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
引
用
さ
れ
る
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
の
引
用

で
は
、
八
八
七
／
一
四
八
二
─
三
年
の
日
付
で
ム
ハ
ン
マ
ド
と
ア
フ

マ
ド
の
イ
ク
タ
ー
地
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
九

一
八
／
一
五
一
二
─
三
年
に
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イQ

āytbāy m
in 

Q
āns. ūh m

in Yashbak

に
授
与
さ
れ
、
同
年
、
再
び
ム
ハ
ン
マ
ド
と

［表７］：『イクター台帳』台帳の引用箇所について

史料 DMの引用 DMの情報との類似性 引用理由
1 DJ 4626:60b 〇 〇: 一致 ？
2 DJ 4626:116b 〇 △: ムクターが異なる 情報の補完（日付が明らか）
3 DJ 4626:158b 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
4 DJ 4626:167a 〇 〇: 一致 情報の補完・参照（日付・その後のム

クターが明らか）
5 DJ 4626:167b 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
6 DJ 4622:67b 〇 〇: 一致 国有地売却からワーキフの手に渡るま

での土地の売却経路が詳しく記される
7 DJ 4622:169b 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
8 DJ 4622:198a 〇 × 情報の参照（『イクター台帳』からの引用

は「情報なし」と記載されているのみ）
9 DJ 4622:198b 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
10 DJ 4622:238b 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
11 DJ 4634:143a 〇 ×: ムクターが異なる 情報の補完（日付が明らか）
12 DJ 4652:192b 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
13 DJ 4642:200a 〇 〇: 一致 情報の補完（日付が明らか）
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ア
フ
マ
ド
に
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
、D

J

で
は
、
こ
の
土
地
は
九
一
七
年
に
ム
ハ
ン
マ
ド
が
設
定
し

た
ワ
ク
フ
地
と
し
て
確
定
さ
れ
て
お
り
、『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
の
記
述
と
矛
盾
す
る
。
こ
れ
に
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
行
な
っ
た
ワ
ク
フ
の
設
定

が
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
や
そ
の
他
の
台
帳
に
登
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
誤
っ
て
登
記
さ
れ
て
い
た
な
ど
の
帳
簿
上
の
ミ
ス
が
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、D

J

中
左
半
分
に
記
さ
れ
る
九
三
三
／
一
五
二
七
年
の
土
地
調
査
の
記
録
で
、
確
定
内
容
と
同
様
の
情

報
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
決
め
手
と
な
り
確
定
に
至
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
敢
え
て
『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
か
ら
の

異
な
る
情
報
を
記
載
す
る
こ
と
で
、
確
定
ま
で
の
審
査
過
程
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。no.8,11

も
同
様
の
目
的
で
『
イ
ク
タ
ー

台
帳
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

no.6

の
事
例
で
は
、
九
一
〇
／
一
五
〇
四
─
五
年
に
イ
ク
タ
ー
を
授
与
さ
れ
た
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ムIbrāhīm

 b. Y
ūnis b. B

arsbāy al-H. asanī

が
同
年
、
国
庫
か
ら
こ
の
土
地
権
利
を
購
入
し
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
後
こ
の
土
地
の
権
利
が
、
確
定
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
権
利
者
の
手
に
渡
る

ま
で
の
一
連
の
経
緯
に
関
す
る
情
報
を
引
用
し
、
必
要
な
情
報
の
補
完
を
し
て
い
る
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、『
イ
ク
タ
ー
台
帳
』
は
、
イ
ク
タ
ー
地
に
関
す
る
詳
細
情
報
を
登
記
し
た
台
帳
で
あ
り
、
イ
ク
タ
ー
の
授
与
が
行
わ
れ

る
都
度
、
授
与
さ
れ
た
日
付
と
共
に
権
利
者
の
名
前
が
登
記
さ
れ
て
い
っ
た
台
帳
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

８
．『
ム
ラ
ッ
バ
ウ
台
帳D

aftar al-M
urabba‘āt

』
と
『
ム
ラ
ッ
バ
ア
ー
ト
台
帳D

aftar al-M
urabba‘āt

』

　

台
帳
の
名
称
に
あ
る
ム
ラ
ッ
バ
ウ
（
複
数
形:� m

urabba‘āt

）
と
は
、
元
来
、
正
方
形
や
四
角
形
を
意
味
す
る
語
だ
が
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期

に
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
命
に
よ
り
軍
務
庁
長
官
が
発
行
す
る
各
種
書
状
を
受
け
て
、
軍
務
庁
の
書
記
官
が
記
録
庁
（D

īw
ān al-Inshā’

）
に
向

け
て
発
行
し
た
イ
ク
タ
ー
に
関
わ
る
公
文
書
を
、
そ
の
紙
の
形
状
か
ら
ム
ラ
ッ
バ
ウ
の
女
性
形
ム
ラ
ッ
バ
ア
（w

araqa m
urabba‘a

、
複
数
形: 

m
urabba‘āt

）
と
呼
ん
だ）（（
（

。
こ
の
台
帳
の
引
用
は
、D

J

中
に
四
例
あ
る
［
表
８
］。no.1
は
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
の
ム
ラ
ッ
バ
ウ
台
帳D

aftar 
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al-M
urabba‘ zam

an al-Jarākisa

』
か
ら
の
引
用
で
、
引
用
情
報
は
耕
作
面
積
で
あ
る
。

no.2

は
、『
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
シ
ャ
ー
バ
ー
ン
・
ブ
ン
・
フ
サ
イ
ン
の
時
代
の
七
七
七
年
シ
ャ
ッ

ワ
ー
ル
月
末
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
黄
色
の
皮
表
紙
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る

ム
ラ
ッ
バ
ウ
台
帳al-D

aftar al-M
urabba‘ bil-jild al-as. far ‘am

m
ā istaqarra ‘alayhi 

al-h. āl ilā ākhir shahr shaw
w

āl sana 777 ‘an zam
an al-Ashraf Sha‘abān b. H. usayn

』

と
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
ザ
ル
ニ
ー
フZarnīkh

と
ク
ー
ム
・
ア
ル

シ
カ
フK

ūm
 al-Shiqaf

村
の
権
利
者
に
つ
い
て
、「
か
つ
て
ア
ミ
ー
ル
で
あ
る
ハ
リ
ー
ル

K
halīl b. Tankizbughā

で
あ
り
、
現
在
は
、
ム
ハ
ン
マ
ドM

uh. am
m

ad b. al-am
īr Jarbāsh al-

M
uh. am

m
adī

で
あ
る
」
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
か
つ
て
」
と
「
現
在
」
は

一
体
い
つ
の
時
代
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
答
え
はTuh. fa

に
あ
る
。Tuh. fa

の
序
章
に
は
、

Tuh. fa

に
記
さ
れ
る
税
収
高
の
合
計
額
は
、
七
七
七
年
シ
ャ
ッ
ワ
ー
ル
月
末
／
一
三
七
六
年

三
月
二
二
日
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る）（（
（

。�

そ
し
て
、『
ム
ラ
ッ
バ
ウ
台
帳
』

か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、Tuh. fa

の
ザ
ル
ニ
ー
フ
と
ク
ー
ム
・
ア
ル
シ
カ
フ
村
の
情

報
と
完
全
に
一
致
す
る）（（
（

。�

こ
の
こ
と
か
ら
、「
か
つ
て
」
は
シ
ャ
ー
バ
ー
ン
二
世al-A

shraf 

Sha‘bān

期
（
在
位
七
六
四
─
七
八
／
一
三
六
三
─
七
七
）
を
、「
現
在
」
はTuh. fa

が
編
纂

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
期
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

台
帳
の
題
名
か
ら
、
こ
の
台
帳
は
七
七
七
年
シ
ャ
ッ
ワ
ー
ル
月
末
日
／
一
三
七
六
年
三
月

二
二
日
時
点
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
カ
ー
イ
ト

バ
ー
イ
期
ま
で
継
続
的
に
利
用
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
バ
ー
ン
二
世
期
と
カ
ー
イ

［表８］：『ムラッバウ台帳』の引用理由について

史料 引用箇所 DMの
引用

DMの情報との類似性 引用理由 Tuh. fa との類似性

1 DJ 4626:222b 村概要 〇 ×:DMにない情報 情報の補完
（面積）

〇: 一致

2 DJ 4633:57b 村概要 〇 ×:DMにない情報 情報の補完
（権利者）

〇: 一致

3 DJ 4622:237b 村概要 〇 ×:DMにない情報 情報の補完
（国有地の法的
購入を証明）

×:922 年の記録

4 DJ 4625:30a 村概要 × ×:DMにない情報 情報の参照
（国有地の法的
購入を証明）

×:922 年の記録
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ト
バ
ー
イ
期
の
あ
る
時
点
で
の
記
録
を
併
記
し
た
だ
け
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

Tuh. fa
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
台
帳
の
内
容
は
、Tuh. fa

に
見
る
よ
う
に
、
各
村
の
面
積
や
税
収
高
と
い
っ
た
数
的
情
報
と
、

そ
の
村
の
土
地
分
類
と
権
利
者
が
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
村
の
概
要
情
報
で
引
用
さ
れ
て
い
る
上
記
二
件
と
比
較
し
て
、
村
の
詳
細
情
報
で
引
用
さ
れ
て
い
る
二
件
か
ら
は
よ
り
詳
し
い
別
の

情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
の
二
例
と
比
べ
て
、
台
帳
名
も
若
干
異
な
る
。no.3

は
、『
高
貴
な
る
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
（dīw

ān: 

官
庁
）

の
金
庫
に
あ
る
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
の
ム
ラ
ッ
バ
ア
ー
ト
台
帳D

aftar al-M
urabba‘āt zam

an al-Jarākisa al-m
aw

jūd bil-khazā’in al-‘ām
ira 

bil-dīw
ān al-sharīf

』
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
台
帳
か
ら
引
用
さ
れ
た
情
報
と
し
て
、
確
定
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
寄
進
者
ヤ
シ
ュ
バ
ク

Yashbak al-Faqīh m
in M

us. t. afā
が
九
二
二
／
一
五
一
六
─
七
年
に
国
有
地
を
法
的
に
購
入
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
情
報
を
記
し
て
い
る
。

D
M

の
情
報
で
は
、
確
定
し
た
土
地
の
一
区
画
に
関
し
て
、
八
六
五
／
一
四
六
〇
─
一
年
に
フ
ァ
ー
テ
ィ
マFāt. im

a ibna Jānibak al-‘A
lā’ī 

zaw
ja K

um
ushbughā al-A

bū B
akrī

が
ワ
ク
フ
に
設
定
し
た
こ
と
と
、
別
の
区
画
で
同
年
に
慈
善
リ
ザ
ク
地
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記

さ
れ
た
の
が
最
後
で
、
ヤ
シ
ュ
バ
ク
が
ど
の
よ
う
に
ワ
ク
フ
設
定
を
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
最
新
の
情
報
を
記
し

た
台
帳
が
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
部
分
で
は
、「
ス
ル
タ
ー
ン
の
命
令
書
に
よ
れ
ばbi-m

arsūm
 sharīf

」
と
い
う
書
き
出
し
で
、

ヤ
シ
ュ
バ
ク
が
国
有
地
を
購
入
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

no.4

は
、『
九
二
二
年
ズ
ー
・
ア
ル
カ
ー
ダ
月
一
二
日
／
一
五
一
六
年
一
二
月
七
日
付
の
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ト
ゥ
ー
マ
ー
ン
・
バ
ー
イ
の
高
貴

な
る
文
書
群
に
関
す
る
金
庫
に
あ
る
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
の
高
貴
な
る
ム
ラ
ッ
バ
ア
ー
ト
台
帳D

aftar al-M
urabba‘āt al-sharīfa zam

an al-

Jarākisa al-m
aw

jūd bil-khazā’in al-‘ām
ira fī jum

ula m
urabba‘ sharīf Ashrafī T. ūm

ān Bāy tālīkh-hi ‘ashar al-qa‘ada sana 922

』
と
あ

る
［
図
３
］。
こ
の
内
容
と
し
て
（m

in m
ad. m

ūni-hi

）、
ヤ
フ
ヤ
ーal-Sharafī Yah. yā al-M

is. rī kātib al-m
am

ālīk al-sult. ānīya w
a nāz. ir al-

daw
la al-sharīfa

が
、
ア
シ
ュ
ム
ー
ナ
イ
ン
県
の
イ
ト
リ
ー
デ
ィ
ム
村Itlīdim
の
一
部
を
国
庫
か
ら
購
入
し
た
こ
と
を
引
用
し
て
い
る
。

　

no.3

とno.4

は
、
そ
の
台
帳
名
か
ら
同
一
台
帳
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、no.1

とno.2

の
台
帳
名
が
「
ム
ラ
ッ
バ
ウ
」
と
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［
図

３
］

D
J 

46
25

:�3
0a
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単
数
形
で
あ
り
、no.3,4

は
、「
ム
ラ
ッ
バ
ア
ー
ト
」
と
複
数
形
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
を
見
て
も
、no.3,4

が
土
地
に
関
す
る
具
体

的
な
情
報
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、no.1,2

は
面
積
と
権
利
者
の
簡
単
な
記
述
に
留
ま
る
。
台
帳
の
名
称
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
明
か
に

内
容
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
現
段
階
でno.1,2

とno.3,4

の
台
帳
を
同
系
統
の
台
帳
と
す
る
こ
と
は
安
易
だ
ろ
う
。

　

そ
の
記
述
内
容
の
詳
細
さ
か
ら
、no.3,4

は
台
帳
名
の
通
り
、
軍
務
庁
発
行
の
ム
ラ
ッ
バ
ア
を
綴
じ
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
写
し
を
綴
じ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
軍
務
庁
か
ら
ム
ラ
ッ
バ
ア
を
受
け
取
っ
た
後
、
記
録
庁
は
ム
ラ
ッ
バ
ア
に
従
い
、
イ
ク
タ
ー
授
与
証
（m

anshūr

）

を
作
成
、
発
行
す
る
。
イ
ク
タ
ー
授
与
証
を
発
行
し
た
後
、
ム
ラ
ッ
バ
ア
は
綴
じ
ら
れ
、
記
録
庁
に
保
管
さ
れ
た）（（
（

。
こ
れ
に
従
う
と
、
こ
の
台

帳
は
、
イ
ク
タ
ー
授
与
に
関
わ
る
重
要
文
書
を
綴
じ
た
台
帳
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、no.1,2

は
そ
の
記
述
内
容
か
ら
同
じ
台
帳
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、no.2

の
台
帳
名
に
あ
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
バ
ー
ン
二
世
期
の
土

地
記
録
が
記
さ
れ
た
台
帳
で
あ
り
、
そ
の
記
述
内
容
か
ら
、
各
村
の
面
積
・
税
収
高
・
土
地
分
類
・
権
利
者
と
い
っ
た
、D

J

の
村
概
要
で
示

さ
れ
る
情
報
を
記
し
た
要
約
台
帳
の
種
類
に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
様
々
な
台
帳
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
大
き
く
わ
け
て
、
村
の
個
々
の
土
地
に
つ
い
て
の
情
報
（
種
別
、
所
有
・

保
有
者
、
経
緯
、
収
穫
高
な
ど
）
を
記
載
す
る
詳
細
系
統
（m

ufas. sal
）
の
台
帳
と
、
村
や
地
区
ご
と
に
そ
れ
ら
を
概
括
し
た
要
約
情
報
を
記

録
す
る
要
約
系
統
（ijm

āl

）
の
２
系
統
の
土
地
台
帳
の
存
在
が
確
認
で
き
る
［
図
４
］。

　

そ
れ
で
は
、D

M

─
『
古
い
帳
簿
か
ら
成
る
チ
ェ
ル
ケ
ス
台
帳
』
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
台
帳
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。D

J

中
に
引
用
さ
れ

るD
M

か
ら
の
情
報
は
、
村
の
概
要
部
分
で
は
、
耕
作
面
積
、
リ
ザ
ク
地
面
積
、
土
地
分
類
、
土
地
分
類
比
で
あ
る
。
ま
た
続
く
村
の
詳
細

部
分
で
は
、
イ
ク
タ
ー
地
、
軍
事
リ
ザ
ク
地
、
私
有
地
、
ワ
ク
フ
地
の
権
利
者
や
、
土
地
が
国
有
地
か
ら
売
却
さ
れ
た
情
報
、
土
地
の
ワ
ク
フ
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化
に
関
す
る
情
報
な
ど
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、D

M

は
、
各
村
の

概
要
情
報
と
詳
細
情
報
の
両
方
を
併
せ
持
つ
台
帳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
しD

M

が
持
つ
村
の
詳
細
情
報
は
、
あ
く
ま
で
も
イ
ク
タ
ー
地
、
軍
事
リ

ザ
ク
地
、
私
有
地
、
ワ
ク
フ
地
と
い
っ
た
、
軍
務
庁
に
関
わ
る
土
地
だ
け
で
あ

り
、そ
の
他
の
官
庁
が
管
轄
す
る
土
地
に
つ
い
て
の
詳
細
な
情
報
を
含
ま
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、D

M

は
エ
ジ
プ
ト
の
軍
務
庁
管
轄
の
土
地
記
録
を
総
合
的
に

収
め
た
も
の
で
あ
り
、
軍
務
庁
に
よ
っ
て
記
録
・
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ヌ
ワ
イ
リ
ー
に
よ
る
と
、
バ
フ
リ
ー
期
に
お
い
て
軍
務
庁
が
管
理
し
て
い
た

帳
簿
（jarīda

）
は
三
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、『
軍
務
帳
簿Jarīda Jayshī

』
で

あ
り
、
こ
れ
は
イ
ク
タ
ー
保
有
者
や
官
職
保
有
者
の
名
前
を
登
記
し
た
名
簿
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
の
下
に
は
、
何
年
か
ら
イ
ク
タ
ー
収
入
を
受
け
始
め

た
か
、
誰
か
ら
そ
の
イ
ク
タ
ー
地
を
引
き
継
い
だ
か
が
記
さ
れ
、
名
前
の
部
分

に
は
、そ
の
者
が
保
有
す
る
イ
ク
タ
ー
地
の
税
収
高
が
明
記
さ
れ
た
。イ
ク
タ
ー

授
与
や
移
動
が
あ
る
と
、
そ
の
イ
ク
タ
ー
地
の
下
に
、
移
動
が
あ
っ
た
日
付
と

元
の
保
有
者
の
名
が
記
さ
れ
る
、
と
い
う
処
理
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
付
随
す

る
の
が
、『
徴
税
者
帳
簿Jarīda bi-Asm

ā’ Arbāb al-N
uqūd w

al-M
akīlāt

』

で
あ
り
、
イ
ク
タ
ー
授
与
証
の
記
載
内
容
に
従
っ
て
イ
ク
タ
ー
保
有
者
に
現
金

や
現
物
に
よ
る
イ
ク
タ
ー
収
入
が
納
め
ら
れ
る
と
、
イ
ク
タ
ー
収
入
の
二
重
取
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り
や
間
違
い
な
ど
を
防
ぐ
た
め
に
、
イ
ク
タ
ー
収
入
の
受
け
取
り
の
日
付
が
記
帳
さ
れ
る
帳
簿
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
他
に
軍
務
庁
が
管
理

し
て
い
た
帳
簿
に
は
、『
イ
ク
タ
ー
帳
簿Jarīda Iqt. ā‘

』
が
あ
り
、
こ
れ
は
（
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
領
有
す
る
）
全
地
域
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
財

源
を
記
載
し
、
そ
の
内
の
軍
務
庁
管
轄
の
土
地
の
最
新
の
税
収
高
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
そ
の
イ
ク
タ
ー
地
を
保
有

す
る
者
の
名
前
を
一
人
一
人
登
記
し
、
そ
の
イ
ク
タ
ー
地
が
村
々
（naw
āh. ī

）
や
地
区
（jihāt

）
の
全
体
を
含
む
も
の
か
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
る
。
イ
ク
タ
ー
保
有
者
が
移
動
し
た
際
、
間
違
い
や
相
違
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
軍
務
庁
の
帳
簿
方
が
直
ち
に
そ
の
変
更
を
記
録
し
た）（(
（

。

　

ヌ
ワ
イ
リ
ー
の
記
述
が
ナ
ー
ス
ィ
ル
検
地
以
後
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
帳
簿
が
チ
ェ
ル

ケ
ス
期
に
も
同
様
に
存
在
し
た
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、D

J

中
に
引
用
さ
れ
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
の
名
称
が
同
朝
下
で
も

そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
正
式
名
称
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
確
証
を
得
な
い
。
よ
っ
て
、
現
段
階
でD

M

と
ヌ
ワ
イ
リ
ー
が
挙
げ
る
軍

務
庁
の
管
理
す
る
帳
簿
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
軍
務
帳
簿
』
や
『
徴
税
者
帳
簿
』
が
「
人
」
を
中
心
と
し
た
帳
簿
で
あ
る

の
に
対
し
、『
イ
ク
タ
ー
帳
簿
』
は
「
地
域
」
を
中
心
に
し
た
帳
簿
で
あ
る
と
い
う
点
で
、D

M

は
『
イ
ク
タ
ー
帳
簿
』
に
近
い
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

　

D
M

と
対
を
な
す
台
帳
と
し
て
、
慈
善
庁
の
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
が
あ
り
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
リ
ザ
ク
地
は
、
軍
務
庁
が
記
録
・
管

理
す
るD

M

と
、
慈
善
庁
が
管
理
す
る
『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。D

M

が
い
つ
頃
か
ら
使
用

さ
れ
始
め
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
チ
ェ
ル
ケ
ス
慈
善
台
帳
』
と
同
様
に
、
バ
フ
リ
ー
期
か
ら
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
台
帳
は
、
そ
の
後
、
一
六
世
紀
半
ば
以
降
オ
ス
マ
ン
朝
が
新
た
に
台
帳
を
編
纂
す
る
際
の
下
敷
き
と
な
り
、

D
J

及
びD

A

が
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、D

J
は
軍
務
庁
の
台
帳
と
し
てD

aftar Jayshī

、D
A

は
慈
善
庁
の
台
帳
と

し
てD

aftar Ah. bāsī

の
名
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
へ
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
台
帳
群
の
提
出
事
情
か
ら
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
期
に
お
い
て
、
ジ
ー
ア
ー
ン
家
が
代
々
軍
務

庁
の
帳
簿
方
職
を
務
め
、
こ
の
帳
簿
方
職
が
軍
務
庁
の
管
轄
す
る
土
地
記
録
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、D

J

中
の
引
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用
記
事
の
分
析
か
ら
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
引
き
継
が
れ
た
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
台
帳
群
の
復
元
を
試
み
、
約
十
種
類
の
台
帳
が
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時

代
に
作
成
・
保
管
さ
れ
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
台
帳
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
が
征
服
さ
れ
た
後
も
、
オ

ス
マ
ン
朝
治
下
で
、
土
地
調
査
や
土
地
の
確
定
審
査
の
た
め
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
、
一
〇
一
六
／
一
六
〇
七
─
八
年
、
エ
ジ
プ
ト
総

督
ム
ハ
ン
マ
ド
・
パ
シ
ャM

uh. am
m

ad B
āshā Q

ūl Q
īrān

（
在
位
一
〇
一
六
─
二
〇
／
一
六
〇
七
─
一
一
）
に
よ
っ
てD

M

を
用
い
た
審
査

方
法
の
終
了
が
宣
言
さ
れ
る
ま
で
利
用
さ
れ
た）（(
（

。
今
回
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
お
け
る
各
種
の
土
地
記
録
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
マ

ム
ル
ー
ク
朝
の
土
地
行
政
と
そ
の
事
務
に
つ
い
て
の
研
究
の
端
緒
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
支
配
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
の
検
討

の
道
を
拓
く
も
の
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
本
論
文
の
検
討
か
ら
、Tuh .fa

が
『
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
シ
ャ
ー
バ
ー
ン
・
ブ
ン
・
フ
サ
イ
ン
の
時
代
の
七
七
七
年
シ
ャ
ッ
ワ
ー
ル
月
末

日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
黄
色
の
皮
表
紙
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
ム
ラ
ッ
バ
ウ
台
帳
』
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
今
後
は
、D

M

とTuh. fa

及
びIntis. ār
の
記
録
を
比
較
し
、
こ
れ
ら
が
い
つ
頃
の
記
録
で
あ
る
か
、
ま
た
書
写
さ
れ
た
目
的
や
、
な
ぜ
こ

の
二
種
の
記
録
の
み
が
伝
世
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
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註（
１
）�

マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
お
け
る
イ
ク
タ
ー
制
の
確
立
と
マ
ム
ル
ー
ク

体
制
の
成
立
に
関
し
て
は
、
佐
藤
次
高
『
中
世
イ
ス
ラ
ム
国
家
と
ア

ラ
ブ
社
会
─
イ
ク
タ
ー
制
の
研
究
─
』
山
川
出
版
社
（
一
九
八
六
）、

一
五
五
‐
二
四
六
頁
、Sato Tsugitaka, State and Rural Society in 

M
edieval Islam

 : Sultans, M
uqta‘s and Fallahun.� Leiden: E.J. 

B
rill (1997), 77-104, 124-61

を
参
照
。
五
十
嵐
大
介�
「
マ
ム
ル
ー

ク
体
制
と
ワ
ク
フ
─
イ
ク
タ
ー
制
衰
退
期
の
軍
人
支
配
の
構
造
─
」

『
東
洋
史
研
究
』
六
六
‐
三
二
（
二
〇
〇
七
）
は
、
後
期
マ
ム
ル
ー

ク
朝
に
お
い
て
は
、
イ
ク
タ
ー
制
に
代
わ
り
、
ワ
ク
フ
経
営
が
マ
ム

ル
ー
ク
の
権
力
と
支
配
を
維
持
す
る
た
め
の
基
盤
に
な
っ
た
と
し
て

支
配
構
造
の
変
化
を
論
じ
た
が
、
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
イ
ク
タ
ー

制
が
消
失
す
る
こ
と
は
な
く
、
イ
ク
タ
ー
制
は
依
然
国
家
体
制
の
基

盤
と
し
て
存
続
し
続
け
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
も
、
土
地
文

書
記
録
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２
）�

両
史
料
に
関
す
る
研
究
に
は
、Jean-C

laude G
arcin,� U

n 

centre m
usulm

an de la H
aute-Égypte m

édiévale: Q
ūs. . C

airo: 
IFA

O
 (1976), 453-9; H

einz H
alm

, Ä
gypten nach den 

m
am

lukischen Lehensregistern.� 2
vols. W

iesbaden: Ludw
ig 

R
eichert Verlag (1979-82), vol.1, 30-4

が
あ
る
が
、
作
者
と
記
録

の
時
代
特
定
の
考
察
に
留
ま
り
、こ
れ
ら
の
史
料
が
何
を
出
典
と
し
、

ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
明
確
な
答

え
が
出
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
、N

icolas M
ichel, “V

illages 
désertés, terres en friche et reconstruction rurale en Égypte au 
début de l’époque ottom

an”, Annales Islam
ologiques 36

(2002),�
A

N
N

EX
E 2, 235-48

は
、
オ
ス
マ
ン
朝
『
軍
務
台
帳
』D

J� 4638

とIntis. ār

及
びTuh. fa

の
ブ
ハ
イ
ラ
県
各
村
の
耕
作
面
積
の
数
値
を

比
較
し
、
史
料
間
の
数
値
の
相
違
は
、
土
地
調
査
に
よ
っ
て
記
録
が

更
新
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
大
部
分
の
記
録
は
ナ
ー
ス
ィ
ル

検
地
時
の
記
録
を
基
に
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
他

の
県
の
情
報
を
見
な
が
ら
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
３
）� D

J
を
主
史
料
と
し
て
利
用
し
た
研
究
と
し
て
、D

J

及
びD

A

S. ubh. : al-Q
alqashandī, S. ubh.  al-A‘shā fī S. inā‘at al-Inshā’. 14 vols., al-Q

āhira: W
izārat al-Thaqāfa w

al-Irshād al-Q
aw

m
ī (1913-22).

Tuh. fa: Yah. yā b. al-Jī‘ān, K
itāb al-Tuh. fa al-Sanīya bi-Asm

ā’ al-Bilād al-M
i s. rīya. al-Q

āhira: M
aktabat al-K

ullīyāt al-A
zharīya (1974).

al-Tuh. fa al-Bahīya: al-B
akrī, al-Tuh. fat al-Bahīya fī Tam

alluk Āl ‘U
thm

ān al-D
iyār al-M

i s. rīya. al-Q
āhira: M

atba‘a D
ār al-K

utub  

w
al-W

athā’iq al-Q
aw

m
īya (2005).
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か
ら
、
国
有
地
売
却
件
数
を
具
体
的
な
数
字
で
示
し
、
マ
ム
ル
ー
ク

朝
後
期
に
お
け
る
国
有
地
売
却
の
増
加
と
私
的
土
地
所
有
の
拡
大
を

指
摘
し
たIm

ād al-D
īn A

bū G
hāzī, Tat. awwur al-H. iyāza al-Zirā‘īya 

Zam
an al-M

am
ālīk al-Jarākisa: D

irāsa fī Bay‘ Am
lāk Bayt al-

M
āl. C

airo: Ein For H
um

an and Social Studies (2000)

が
あ
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
デ
ル
タ
地
方
の
行
政
県
を
対
象
に
、
ナ
ー
ス
ィ
ル
検

地
時
の
耕
作
面
積
と
九
三
三
／
一
五
二
七
年
の
耕
作
面
積
の
変
化
を

検
討
し
たN

icolas M
ichel, “V

illages désertés, terres en friche et 
reconstruction rurale en Égypte au début de l’époque ottom

an”, 
Annales Islam

ologiques 36, 197-251 (2002)

が
あ
る
。D

A

を
主

史
料
に
用
い
た
研
究
に
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
初
期
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る

慈
善
リ
ザ
ク
地
に
つ
い
て
考
察
し
たN
icolas M

ichel, “Les 
<services com

m
unaux> dans les cam

pagnes égyptiennes au 
début de l’époque ottom

an”, M
oham

m
ad A

fifi, R
achida C

hin, 
B

rigitte M
arino, N

icolas M
ichel et Isik Tam

dogan (ed.), Sociétés 
rurales ottom

anes. C
airo: IFA

O
 (2005), 19-46

が
あ
る
。

（
４
）�

熊
倉
和
歌
子
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
土
地
制
度
史
研
究
に
お
け
る
新

史
料
：
エ
ジ
プ
ト
国
立
文
書
館
所
蔵
オ
ス
マ
ン
朝
土
地
台
帳
『
軍
務

台
帳
』」『
日
本
中
東
学
会
年
報
』
二
五
‐
二
（
二
〇
〇
九
）。

（
５
）�

リ
ザ
ク
地
と
は
、
そ
こ
か
ら
の
収
益
が
慈
善
目
的
の
た
め
に
充

て
ら
れ
て
い
た
土
地
で
、
慈
善
リ
ザ
ク
地
と
軍
事
リ
ザ
ク
地
に
大
別

さ
れ
る
。
慈
善
リ
ザ
ク
地
は
、
そ
こ
か
ら
あ
が
る
収
益
が
宗
教
的
あ

る
い
は
そ
の
他
の
慈
善
活
動
や
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持
の
た
め
に

充
て
ら
れ
る
土
地
で
、
モ
ス
ク
や
ザ
ー
ウ
ィ
ヤ
（
修
道
場
）
と
い
っ

た
宗
教
施
設
あ
る
い
は
村
の
長
（shaykh

）
や
大
工
、
村
の
モ
ス
ク

で
フ
ト
バ
（
説
教
）
を
行
う
人
物
な
ど
に
収
益
が
配
分
さ
れ
た
。
一

方
、軍
事
リ
ザ
ク
地
は
、老
齢
や
障
害
の
あ
る
ア
ミ
ー
ル
（
軍
団
長
）、

ア
ミ
ー
ル
の
寡
婦
や
孤
児
、
マ
ム
ル
ー
ク
の
子
孫
で
あ
る
ア
ウ
ラ
ー

ド･

ア
ン
ナ
ー
ス
（aw

lād al-nās

）
に
授
与
さ
れ
、
い
わ
ば
受
給
者

の
生
活
保
障
を
目
的
に
し
た
年
金
で
あ
っ
た
。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
に

は
、
原
則
免
税
地
だ
っ
た
リ
ザ
ク
地
の
保
有
者
が
増
加
し
た
こ
と
に

加
え
、
国
有
地
の
売
却
に
よ
る
私
有
地
や
ワ
ク
フ
地
の
拡
大
が
進
ん

だ
。
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
後
、
エ
ジ
プ
ト
の
ワ
ク
フ
地
、
私
有
地
、
リ

ザ
ク
地
を
再
び
国
庫
に
戻
し
、土
地
財
源
を
増
や
す
策
が
採
ら
れ
た
。

九
三
一
／
一
五
二
五
年
に
『
カ
ー
ヌ
ー
ン
ナ
ー
メQ

ānūnnām
e-i 

M
ıs. ır

』
が
発
布
さ
れ
、
ワ
ク
フ
地
・
私
有
地
・
リ
ザ
ク
地
の
確
定

基
準
が
初
め
て
明
文
化
さ
れ
、さ
ら
に
九
五
七
／
一
五
五
〇
年
以
降
、

D
M

を
利
用
し
て
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
土
地
の
状
態
と
権
利
者
の
持

つ
文
書
を
照
合
す
る
と
い
う
新
た
な
方
式
で
土
地
権
利
の
審
査
と
確

定
を
行
な
う
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
新
規

定
」
と
呼
ぶ
。D

J

及
びD

A

は
、「
新
規
定
」
に
即
し
た
基
準
で
ワ

ク
フ
地
・
私
有
地
・
リ
ザ
ク
地
の
確
定
を
行
な
っ
た
際
に
編
纂
さ
れ

て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。D

J

及
びD

A

の
編
纂
過
程
とD

J

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
和
歌
子
前
掲
論
文
を
参
照
。
ま
た
、「
新

規
定
」
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
サ
シSilvestre de Sacy

が
部
分
的

に
仏
訳
し
て
お
り
、
オ
ス
マ
ン
語
原
文
も
併
記
し
て
い
る
。

Silvestre de Sacy, “Sur la nature et les revolutions du droit de 
propriété territorial en Égypt, depuis la conquête de ce pays par 
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les M
usulm

ans, jusqu’a l’éxpédition des François”, Bibliothèque 
des Arabisants Français prem

ière série, tom
e 2, le C

aire: IFA
O

 
(1923),  66-9

（
第
八
項
）,� 71-2

（
第
一
八
項
）,� 110-2

（
第
一
七
項
）,�

121-3

（
序
文
）.�

ま
た
、Stanford Shaw, “The Land Law

 of O
ttom

an 
Egypt (960/1553): A

 C
ontribution to the Study of Landholding 

in the Early Y
ears of O

ttom
an R

ule in Egypt”, D
er Islam

 
38

(1963), 106-137
が
「
新
規
定
」
全
文
の
ラ
テ
ン
文
字
転
写
と
そ

の
英
訳
を
掲
載
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
新
規
定
」
の
オ
ス
マ
ン

語
の
転
写
と
訳
をShaw

に
従
う
。

（
６
）� Shaw, “The Land Law

”, 106-9. Shaw

は
、D

M

の
発
見
と
そ

の
後
の
オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
るD

M
の
利
用
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
の
主
史
料
は
「
新
規
定
」
序
文
と
年
代
記
だ
け
で
あ

り
、D

J

やD
A

な
ど
の
オ
ス
マ
ン
朝
の
土
地
台
帳
に
実
際
に
引
用

さ
れ
て
い
るD

M

の
記
録
に
関
し
て
は
触
れ
て
い
な
い
。「
新
規
定
」

は
、
古
く
はSacy

に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、Shaw
よ
り
も
早
く

Sacy

が
オ
ス
マ
ン
朝
期
に
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
が
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
る

土
地
行
政
の
概
説
に
留
ま
り
、D

M

に
関
す
る
特
別
な
考
察
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。Silvestre de Sacy, “Sur la nature et les revolutions”, 

107-23.�

（
７
）� D

A

の
史
料
研
究
を
行
っ
た
ミ
シ
ェ
ルN

icolas M
ichel

は
、
オ

ス
マ
ン
朝
に
提
出
さ
れ
た
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
台
帳
と
そ
の
提
出
者
に

つ
い
て
言
及
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